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家文書　仮目録

広島県立文書館

平成28年（2016）3月

凡 例

1 本目録には，安芸国高田郡佐々井村 井上家文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（200808）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。

【例】 23/1 → 200808／23／1

表　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔　〕書きで

表記した。内容等で補記すべきものがあれば（　）で補った。集合形態をした

資料の内訳を示す場合には，頭に“ ◦”を付けた。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（　）書きで表記した。

作　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。多人数にわたるものは，

適宜「他○名」と略記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/


【文書群概要】

安芸国高
たか

田
た

郡佐々井
さ さ い

村　井上
いのうえ

家文書 （請求記号 200808）

安芸国高田郡佐々井村で庄屋などの村役人を勤めた井上家に伝来した文書。

出　所 井上家

出所地名 安芸国高田郡佐々井村／広島県高田郡佐々井村／広島県高田郡刈田村大字佐々井／安

芸高田市八千代町佐々井［現在］

旧支配 広島藩領

役職等 庄屋・少長など

分　量 578点（70冊，20綴，6括，6枚，1袋，475通）

収蔵までの経緯 平成20年（2008）10月，原蔵者より広島県立文書館に寄贈。平成23年（2011）12

月7日に10点を追加寄贈。

年　代 享保10年（1725）～大正 8年（1919）

歴　史 井上家の屋号は「細倉」で，享和年間（1801～1803）以前から佐々井村組頭を勤め，嘉

永 6年（1853）に弥四郎が組頭から庄屋となった。その子彦太郎も庄屋で，明治には少長，小区用

係，村会議員となった。その子民次郎は戸長役場筆生などを勤めた。明治期には醤油醸造業を行っ

ていた。

内　容 享保10年（1725）の高田郡土師村「御山腰林帳」以外は，明和 2年（1785）年以降の土地売

買証文や辞令類，井上家の香奠帳・領収証，明治30年代と大正年間の民次郎日誌など。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

利用上の注意 平成23年12月 7日に寄贈された昭和40年代の土地登記簿など10点は未整理で，

この仮目録には掲載されていない。

（2015. 3. 2記述／西村 晃）



安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 御年貢米下分通　高田郡佐々井村 天保 8. 多葉粉屋八兵衛㊞ 折紙 1通

2 御年貢下札　勝田村分弥四郎 嘉永 6. 組頭秀兵衛→（弥四郎） 切紙 1通

3 御年貢下札 安政 2.12. 組頭秀兵衛→（弥四郎） 切紙 1通

4 覚（講中わん代平蔵方江渡し済ニ
付）

安政 4. 9.30 （すゝはり村わん売常蔵） 切紙 1通

5 覚（御差紙代銀受取） 霜.23 たはこや八兵衛→佐々井村
組頭弥四郎殿

切紙 1通

6 御受書之覚（出来心より酒宴催し候
一件ニ付此後悪キ場所へ葉立寄り申
間敷一札）

明治 3. 4. 庄屋万太郎→明顕寺殿・林
助殿

切紙 1通

7 〔年貢上納方出精ニ付佐々井村庄屋
弥四郎誉書〕

　 （→佐々井村庄屋弥四郎） 切紙 1通

8 覚（筆貸し下げ願書） 　 彦右衛門→細くら直太郎殿 切紙 1通

9 塩贈通 子. 4. （イワキ）→安兵衛殿 折紙 1通

10 証（寄附金受取） 　　丑.10.11 京都西七条松尾宮御旅所出
役頭浅井猪三兵衛㊞→佐々
井村細倉弥四郎殿

切紙 1通

11 〔条兵衛畑とおきく田と売買切違代
渡し済書〕

（卯. 4.14） 弥四郎→才五郎殿 切紙 1通

12 覚（久保通り下田を甚兵衛と替地ニ
付一札）

　 　 切紙 1通

13 松尾御旅所印鑑 　 　 切紙 1通

14 覚（証文差のべニ付手形） 　　亥.11. 百姓啓三郎→貸主弥四郎殿 切紙 1通

15 〔少長・少長副事務取扱ニ不及旨辞
令〕

壬申（明治 5）. 8. 広島県 切紙 1通

16 態申遣ス（郡役所へ出頭方） 　　巳.11.15 高田郡御役所→佐々井村庄
屋彦太郎

切紙 1通

17 借用手形之事（蔵米 3俵） 安政 2.12. （かり磯八）・受合林三郎㊞
外 1名・与頭清三郎㊞→貸
し主弥四郎殿

切紙 1通

18 〔細倉由来断簡〕 　 　 切継紙 1通

19 借用書（金40円） 明治35.10. 3 高田郡刈田村字佐々井借主
吉本嘉市外 1名→金主根野
村字下根早川平四郎殿

竪紙 1通

20 〔反別借用証文案〕 　 →金主西山豊郎殿 折紙 1通

21 〔覚書断簡〕
※ 3枚，文書欠（複製資料あり）

　 　 折紙 1通

22 〔塩土受取〕 　　子. 4.29 保兵衛→かべ岩喜様 一紙 1通

23 〔盟約証〕 　 　 括 1括
（2通）

23/1 ◦盟約証
※ 2枚，文書が台紙（コピーの反古紙）に糊で貼りつけて
ある

　 広島県高田郡刈田村字佐々
井明顕寺住職天清廊亮・同
県同郡同村同字天清家親類
天花直兵衛・同先本嘉市

竪紙 （1通）

23/2 ◦盟約証
※ 2枚，文書が台紙（コピーの反古紙）に糊で貼りつけて
ある

　 広島県高田郡刈田村字佐々
井明顕寺住職天清廊亮・同
県同郡同村同字天清家親類
天花直兵衛・同先本嘉市

竪紙 （1通）

24 〔日清講和条約勅書〕
※写

明治28. 4.21 （内閣総理大臣伯爵伊藤博
文）

竪継紙 1通
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安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

25 定約証（醤油製造開業ニ付土蔵使用
契約証断簡）

　 　 竪紙 1通

26 定約証（銅鉱共同試掘契約証） 明治27. 1. 4 高田郡刈田村佐々井井上民
次郎㊞→森本寿殿外 2名

竪紙 1通

27 定約証（鉱物採堀土地使用契約証） 　 広島県高田郡刈田村佐々井
鉱業人細野平四郎・同地主
福原吟蔵

竪紙 1通

28 〔佐々井村土師村ト南方村差縺一件
ニ付歎願〕　第六大区五小区佐々井
村・土師村

明治 6. 5 佐々井村百姓惣代古屋田為
蔵外 1名・土師村百姓惣代
清木亀蔵外 1名

竪冊 1冊

29 社寺図面書上帳　扣　高田郡佐々井
村

明治 4. 6. 　 竪冊 1冊

30 送籍 明治 5. 3. 山県郡向原村少長武田四郎
㊞→高田郡佐々井村少長御
中

竪紙 1通

31 〔仮処分命令外括〕 元治元. 9. 　 括 1括
（2通）

31/1 ◦仮処分命令（不動産仮処分通達） 元治元. 9. 高田郡佐々井村真宗明顕寺
知覚→当分庄屋元吉殿・庄
屋弥四郎殿・与頭順三郎殿・
同清三郎殿・同林助殿

竪紙 （1通）

31/2 ◦高田郡佐々井村真宗明顕寺賤人剃
髪頭書

元治元. 9. 高田郡佐々井村真宗明顕寺
知覚→当分庄屋元吉殿・庄
屋弥四郎殿・与頭順三郎殿・
同清三郎殿・同林助殿

竪紙 （1通）

32 覚（材木諸入用算用済ニ付） 慶応 2. 4.10 三田村武一郎外 1名→佐々
井細倉彦太郎殿

竪紙 1通

33 御直筆の写（版籍奉還）
※摺版

　　　. 8.12 　 竪継紙 1通

34 書貫覚
※後部欠

　 　 竪紙 1通

35 草苅場証書之事 明治 6. 9. 百姓惣代 竪継紙 1通

36 口上覚 　　午. 7. 糀主仙右衛門外 2名→庄屋
彦太郎殿・与頭順三郎殿外
3名

竪継紙 1通

37 誤書之一札 安政 4. 9. 鈴張村椀売常蔵㊞外 2名→
佐々井村細倉弥四郎殿

竪紙 1通

38 地所書入証（第63号）
※「明治廿一年二月二日取消　吉田登記所㊞」あり

明治14.12.29 借主井上彦太郎㊞外 1名→
米主小又本蔵殿〈奥書　戸
長井木四郎平㊞〉

竪紙 1通

39 〔去ル丑年ゟ巳年迄五ヶ年分入費取
分御調ニ付願書〕

　 惣代立川長十郎外 4名 竪紙 1通

40 誤入証文之事 元治 2.正.16 誤主幸助外 2名→庄屋弥四
郎様

竪紙 1通

41 誤書之一札 安政 4. 9.晦 鈴張村椀売常蔵外 2名→
佐々井村細倉弥四郎殿

竪紙 1通

42 誤書之覚 安政 4. 9.晦 鈴張村椀売常蔵外 2名 竪紙 1通

43 誤り□上之覚 明治 3. 7. 誤主弥助㊞外 3名→庄屋彦
太郎様・与頭順三郎様・同
庄平様外 2名

竪継紙 1通

44 〔書付断簡〕
※前部欠，日付と差出と宛名の部分のみあり

明治 6. 9. 高田郡佐々井村旧用係井上
彦太郎外 2名・噯人同郡上
根村善教寺→山県郡木次村
大組惣代中・百姓惣代中

竪紙 1通
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安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

45 〔願書下書断簡〕
※前部欠

元治元. 9. 当分庄屋元吉・庄屋弥四郎・
与頭順三郎・同清三郎・同
林助→湊兵馬様・戸島十大
夫様・辻小八郎様

竪紙 1通

46 覚（金拾両受納証） 慶応 3. 4. 6 大宮司河野伊豆守㊞→庄屋
彦太郎殿

竪紙 1通

47 仕切状之事 子.10.22 可部奥多屋瀬助→細倉直太
郎様

竪継紙 1通

48 大内家系図（写） 弘治元.春 大内義勝 竪紙 1通

49 口上書　第六大区五小区佐々井村・
土師村（山論入費割符ニ付口上書
扣）
※ 2008.11.11受け入れ分

明治 6. 5.22 佐々井村惣代古屋田為蔵外
1名・差添井上弥四郎・土
師村惣代清木亀蔵外 1名→
白浜権参事殿

竪継紙 1通

50 明治三十二年日誌 明治32. 　 竪冊 1冊

51 醤油売上帖 明治23. 1.～12. 高田郡刈田村醤油製造人井
上民次郎

竪冊 1冊

52 醤油製造原品買入帳 明治22. 営業人佐々井村井上民次郎 横長 1冊

53 〔高等学校出入帳他綴〕
※ 53-1～7のみマイクロ撮影済，他43通撮影省略

（明治20～30年代） 　 綴 1綴
（1冊,6通）

53/1 ◦高等学校出入帳 明治25. 5～ 佐々井山本店 横半 （1冊）

53/2 ◦証（金拾円請取） 明治36. 7. 8 高原村下入江河野兵吉→井
上様

切紙 （1通）

53/3 ◦〔三十三尺四寸内訳〕 　 　 折紙 （1通）

53/4 ◦御通 明治35. 5～ →学校受方御中様 横半 （1通）

53/5 ◦記（釘目代金 1円受取） 　　　.10.14 土本末吉→上様 切紙 （1通）

53/6 ◦記（雇入夫代等国信利市方へ渡方
ニ付）

　　　. 8. 7 吉本嘉市→井上様 切紙 （1通）

53/7 ◦回送金領収証書 明治35. 8.25 広島県吉田資金庫→山本民
次郎殿

一紙 （1通）

54 〔交誼社因講通売買一件書類断簡〕
※竪冊の断簡

　 　 竪冊 1冊

55 〔不要存置国有林払下願綴〕 明治35. 2.20 安芸国高田郡刈田村大字
佐々井山本民次郎外→広島
大林区署長林務官片山吉成
殿

綴 1綴

56 〔土師村字川平山受山一件〕
※罫紙使用

明治14. 9. 3 山県郡有田村該山稼人小田
忠三郎外→高田郡土師村議
員立合石井与三次殿外〈山
県郡有田村戸長森謙三郎〉

竪冊 1冊

57 井上民次郎訊問事項（井木四郎平カ
横山尚平ヨリ米借入一件）
※「広島地方裁判所」罫紙使用

　 　 罫紙 1通

58 定約［　］換金請求之訴状　第百四
十八号
※表紙のみ

明治19. 7.30 広島県安芸国高田郡長屋村
富士山松助

一紙 1枚

59 〔預金請求事件裁判控訴状・申立更
正書・判決書正本外一括〕
※ 8点

（明治30.12.
～明治31. 5.）

　 括 1括

60 答弁書（貸米請求事件）
※「弁護士森田卓爾用紙」使用，断簡，後部欠

　 　 罫紙 1通

61 仮処分命令（不動産仮処分通達） 明治33. 6.15 三次区裁判所判事藤井公道 綴 1綴
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安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

62 添述書 明治36.12. 5 刈田村佐々井山本民次郎→
刈田村土師青山貫一郎殿

竪紙 1通

63 〔井ノ上弥四郎幸永一代記〕
※ 2008.10.20受入

　 　 切継紙 1通

64 公金操替記
※断簡

　　　. 8.12 増田→井上様 折紙 1通

65 〔日記〕
※断簡

（. 8.～.12.） 　 横長 1冊

66 証（預ヶ金ノ欠額請求訴訟裁判確定
金額ノ内受取）

明治31. 9.19 高田郡刈田村佐々井井上民
次郎外㊞外 1名→郷野村上
入江森本寿殿代理森本益太
郎殿

竪紙 1通

67 〔預り証返却扣〕 明治31. 9.19 高田郡刈田村佐々井井上民
次郎→森本寿殿代理森本益
太郎殿

竪紙 1通

68 預り証（金80円）
※断簡，後部欠

　 　 竪紙 1通

69 借用証書（共同請負事件ニ付公債証
壱通借用）

明治35.10. 2 借主久保田亀松外 2名→貸
主岡山彦右衛門殿

竪紙 1通

70 預り証（金10円） 明治33. 9.17 借り主高田郡刈田村佐々井
久保田亀松→預ヶ主山本民
次郎殿

竪紙 1通

71 借用証（金97円） 明治36. 1.24 借主吉本嘉市・山本民次郎・
久保田亀松→金主榎本与市
殿

竪紙 1通

72 〔借用証・森本寿ニ対スル訴訟事件
費用計算〕

（明治31. 9.19
・明治36.12. 5）

　 括 1括
（1冊,1通）

72/1 ◦借用証（金102円84銭） 明治36.12.　5 高田郡刈田村佐々井山本民
次郎→高田郡刈田村青山貫
一郎殿

竪紙 （1通）

72/2 ◦森本寿ニ対スル訴訟事件用費計算 明治31. 9.19 高田郡刈田村佐々井井上民
次郎→森本寿殿代理森本益
太郎殿

竪冊 （1冊）

73 土地抵当［　　］借用証（金100円）
※「登記済」印あり

明治37. 2.27 借主高田郡刈田村佐々井山
本民次郎㊞外 1名→高田郡
吉田町福岡嘉市殿

罫紙 1通

74 預証（金30円）
※内容抹消

明治31. 8.28 預り主高田郡刈田村佐々井
井上民次郎㊞外 1名→高田
郡郷野村上入江預り主森本
イシ殿

竪紙 1通

75 〔預り証〕 明治29. 2. 9 高田郡刈田村佐々井預り主
井上民次郎㊞→預ヶ主森本
康殿

竪紙 1通

76 山本民次郎書翰 　　　. 1.15 →吉藤殿 切継紙 1通

77 〔書翰断簡〕 　 　 罫紙 1通

78 〔書翰断簡〕
※ 3枚

　 　 竪紙 1通

79 〔書翰〕
※ 2通

　　　.11.17 →井上様 括 1括

80 井木書翰 　　　.12.31 →井上様 竪紙 1通

81 記（井木君三次差入・見舞金等送り
書）

　　　.12.31 →井上民次郎殿 切紙 1通

82 〔書翰〕 　　　.　. 9 →井上様 切紙 1通
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安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

83 〔宿料請求・受取等綴〕
※綴紐切れ

（. 3. 7・. 3.17） （三次町高本嘉助→高田郡
佐々井村山本民次郎様）

綴 1綴

84 〔賀〕 明治 2.夏 　 竪紙 1通

85 〔被告人青山貫一郎調書外綴〕 （明治35） 　 綴 1綴

86 〔差出帖〕
※文書欠（複製資料あり）

　 　 竪冊 　

87 御山腰林帳　高田郡土師村
※表紙に「該帖ハ明治十二年公有地
取調ノ義ニ付井木四郎平エ照会五
小区一纏ノ一帖ノ内ヲ抜取　戸長
役場」と朱書あり，「庶第二百卅五
号」

享保10. 8.
（享保11.10.）

土師村庄屋忠兵衛・同村組
頭又兵衛・同忠右衛門・同
彦三郎・下山守七左衛門・
同九郎左衛門・長百姓十郎
右衛門・同九郎兵衛→御山
方〈奥書（享保12.5.）　土師
村庄屋為三郎・同与頭又兵
衛・同伝右衛門・同彦三郎
→河原藤右衛門殿・新見平
八郎殿・渡部郷右衛門殿〉

竪冊 1冊

88 社木直積取約書上帖　高田郡佐々井
村
※破損

明治 5. 4. 少長井上彦太郎㊞外 4名→
戸長山県柳之助殿・戸長副
岡崎彦右衛門殿

竪冊 1冊

89 山県郡南方村国盛善九郎・同熊埜円
巧書翰（七日早朝ゟ双方百姓登山致
せ石塚相納ニ付）
※前部欠

　　　. 7. 3 →高田郡佐々井村御役人中
様

切紙 1通

90 倉本茂三郎書翰 　　　. 2.28 →井上彦三郎様・植木杢平
様

切紙 1通

91 覚（無宿盗人嘉平・友助等召捕諸入
用割賦方聞届ニ付達）
※公用紙使用

　　戌.閏8. 湊兵馬・戸嶋十大夫→佐々
井村庄屋弥四郎・与頭共・
郡割年番割庄屋友三郎・同
剃右衛門

切継紙 1通

92 御年貢下札（さ　弥四郎） 嘉永 5. 組頭秀兵衛 切継紙 1通

93 御年貢下札 文政 6.極 与頭丈次郎→細倉喜参次殿 切継紙 1通

94 誤（木地類代銀ニ付講人・御同行ゟ
疑念一件誤証文案）　

　 　 折紙 1通

95 大崎信太郎書翰 　　　. 9. 2 →井上様 切紙 1通

96 申渡ス（佐々井村先之与頭弥四郎社
倉十人組頭取申付）
※公用紙使用

寅.10.15 佐々木庄左衛門㊞・川上半
佐㊞

切継紙 1通

97 覚（弥四郎御年貢下札） 安政 3.12. 組頭秀兵衛 切継紙 1通

98 永代売切り申畠之事
※代銀40目

寛政 9. 4.朔 売主甚右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞・庄屋多平次㊞・
→喜三次殿

竪切紙 1通

99 永代売切り申上田之事
※代銀 6貫500目

嘉永 3. 8. 売主元平外 1名・長百姓清
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪紙 1通

100 永代売切申［　　］事
※代銀113匁 7分 5厘，端裏下に「寺丈蔵」とあり

天保 6.12. 売主丈蔵外 1名・長百姓茂
七・与頭周兵衛㊞・市郎兵
衛㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

101 永代売切申田之事
※端裏に「登立保兵衛上ミ溝沖田三畝買証文　舛屋小平ゟ」
とあり

嘉永 3.12. 売主小兵衛外 2名・長百姓
啓三郎㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

102 永代替合田之事 明和 2.正. 替主甚兵衛外 1名・与頭幸
八→替金主幸八殿

切紙 1通

103 書添 文久元.極. 舛や常蔵→細倉直太郎殿 切紙 1通
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安芸国高田郡佐々井村　井上家文書（200808）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

104 永代売切申田事
※代金250目，端裏に「直平ゟ」とあり

嘉永 4.12. 売主直平外 1名・与頭周兵
衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

105 永代売切申田之事
※代米 9斗，端裏に「登立源次郎」とあり

嘉永 4. 4. 売主源次郎外 1名・長百姓
啓三郎㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

106 借用証紋事
※金 1両，端裏に「此証文用立銀嘉永七寅暮迄ニ算用相済
申ス　留啓三郎」とあり

嘉永 4. 3. かり主啓三郎㊞外 1名・与
頭周兵衛㊞・庄屋市郎兵衛
→金主弥四郎殿

竪紙 1通

107 永代売渡申田証文之事
※代銀65匁 1分 6厘

安政 6.極. 売主源次郎㊞外１名・長百
姓孝右衛門㊞・与頭清三郎
㊞・庄屋弥四郎㊞・当分同
柳助㊞→買主直太郎殿

竪紙 1通

108 永代売切申ス山并原之事
※山代米 2俵 2斗，原代米 1俵・麦 1俵，端裏に「藤屋直
平」とあり

明治 4. 3. 売主直平外 1名・長百姓瀧
平・与頭浮田庄平㊞・当分
庄屋岡崎十郎右衛門・庄屋
井上彦太郎→買主弥四郎殿

竪紙 1通

109 永代売切申山証文之事
※代銀150目

安政 4.極. 売主藤兵衛外 1名・長百姓
小兵衛㊞・与頭清三郎㊞→
買主弥四郎殿

竪紙 1通

110 永代売切申畠之事
※代銀25匁 4分，端裏に「山田千蔵」とあり

天保 8. 3. 売主千蔵外 2名・長百姓小
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

111 永代売切申証文之事（さんさい畑） 嘉永 7.霜. 売り主貞兵衛・長百姓小兵
衛㊞・証人取立役清三郎㊞
・庄屋弥四郎㊞→買主直八
郎殿

竪切紙 1通

112 永代売切申畑之事
※代銀123匁 5分 7厘，端裏に「登立平吉」とあり

天保 2.極. 売主平吉外 1名・長百姓六
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛→買主弥四郎殿

竪紙 1通

113 永代売切申畠之事
※代銀106匁 3分 3厘，端裏に「川のや権四郎忰亀蔵」とあ
り

文久元.10. 3 売主亀蔵㊞外 1名・長百姓
小平㊞・与頭清三郎㊞・庄
屋弥四郎㊞・当分同元吉㊞
→買主直多郎殿

竪切紙 1通

114 永代売切申田之事
※代米 4石 1斗 5升

明治 6.10. 売主浮田彦三郎㊞外 1名・
月番竹野亀吉㊞・大組惣代
浮田庄平㊞→買主井上彦太
郎殿

竪紙 1通

115 永代売切申畑之事
※代銀125匁

安政 6. 3. 売主幸次郎㊞外 1名・長百
姓小平㊞・与頭清三郎㊞・
庄屋弥四郎㊞・当分同柳助
→買主直多郎殿

竪紙 1通

116 永代売切申田之事
※代銀81匁 4分

天明 3.11. 売主孫八外 2名・組頭弥四
郎㊞・庄屋柳蔵→買主千代
松殿

竪紙 1通

117 永代売切申田事
※代銀22貫目，端裏に「しびノ木田永代」とあり

嘉永 3.12. 売主直平外 1名・組頭周兵
衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

118 永代売渡申茶山并さんざい之事
※代銀40目

文化 5. 3. 3 売主作左衛門外 1名・与頭
喜平次→細倉弥四郎殿

竪紙 1通

119 〔売証文断簡〕
※前部欠

安政 6.11. 売主忠平外 1名・長百姓孝
右衛門㊞・与頭清三郎㊞・
庄屋弥四郎㊞・当分同柳助
㊞→買主直太郎殿

竪切紙 1通
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120 永代売切申茶縁之事
※代米 2斗 5升，端裏に「小又本蔵」とあり

明治 3.極. 売人本蔵外 1名・長百姓喜
八郎㊞→買人井上彦太郎殿
〈奥書　庄屋格取立役森与
三郎・同与頭井木秀兵衛㊞
〉

竪紙 1通

121 永代売切申居家証文之事
※代米 9斗 6升，端裏に「居家ノ事　丸山関蔵」とあり

明治元.霜. 売主関蔵外 1名・長百姓助
右衛門㊞・庄屋格与頭清三
郎㊞・当分庄屋岡崎十郎右
衛門→買主彦太郎殿

竪紙 1通

122 永代売切申田之事
※代銀720目，端裏に「竹のや周吉」とあり

安政 6.極. 売主周吉外 1名・長百姓孫
六㊞・与頭孝次郎㊞・庄屋
弥四郎㊞・当分庄屋柳助㊞
・与頭孝次郎→直太郎殿

竪紙 1通

123 永代売切申証文之事（大又嘉八）
※代米 4石 6升 6合，端裏に「大又嘉八」とあり

明治 3.12. 売人嘉八外 1名・長百姓清
三郎㊞→買主弥四郎殿〈奥
書　庄屋山県市之助・庄屋
格取立役井木秀兵衛㊞・組
頭森与三郎〉

竪紙 1通

124 正米借用証書之事
※正米 8斗

明治 7. 1. 借主井上彦太郎㊞外 1名→
貸主為岐太九殿

竪紙 1通

125 永代売切申証紋之事
※代銀209匁，端裏に「嘉永七寅五月　川原周兵衛ゟ買請申
候」とあり

嘉永 7. 5. 2 売主周兵衛㊞・長百姓林三
郎㊞外 1名・庄屋弥四郎㊞
・当分庄屋立川周右衛門㊞
→買主弥四郎殿

竪紙 1通

126 永代売切申田之事
※代銀51貫目，端裏に「堂庭伝助ゟ」とあり

嘉永 4.12. 売主伝助外 1名・長百姓清
兵衛㊞・庄屋格与頭周兵衛
㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買主
弥四郎殿

竪紙 1通

127 永代売切申畠之事
※代銀22匁 6分

天明 7. 7. 売主長右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞・庄屋柳蔵㊞→納
倉喜三次殿

竪紙 1通

128 永代売切申草山之事
※代銀290目，端裏に「吉兵衛山　前原与十郎」とあり

文政 9.12. 売主善兵衛外 1名・長百姓
林助㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋柳助㊞→勝田村買主与十
郎殿〈奥書　　売主与十郎
㊞→買主弥四郎殿〉

竪紙 1通

129 永代売渡し申山証文之事
※代銀 3貫900目，端裏に「所者壱本松小畑山壱ヶ所　沖原
作右衛門」とあり

弘化 3. 3. 売主沖原作右衛門㊞外 1
名・長百姓小平㊞・組頭周
兵衛㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

130 永代売切申田地証文之事
※代銀177匁，端裏に「小又本蔵」とあり

安政 6.極. 売主本蔵外 1名・長百姓小
兵衛㊞・与頭清三郎㊞・庄
屋弥四郎㊞・当分同柳助㊞
→買主直太郎殿

竪紙 1通

131 永代売切申山之事
※代金 7両 1歩，端裏に「勝田甚免平十郎」とあり

安政 3. 4. 売主平十郎㊞外 3名・長百
姓勝田村多四郎㊞→買主弥
四郎殿〈奥書　庄屋豊八郎
㊞・与頭秀兵衛㊞〉

竪紙 1通

132 永代売切申田地証文之事
※代米 1石 6斗 2升

明治 2.霜. 売主相兵衛外 1名・長百姓
左右衛門㊞・与頭庄平㊞・
庄屋彦太郎㊞・当分庄屋岡
崎十郎右衛門㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

133 永代売切申田事
※代銀 2貫500目，端裏に「隠地中通屋敷田之内　元平ゟ
取」とあり

嘉永 3. 4. 売主元平外 1名・長百姓清
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪切紙 1通

134 永代竹藪証文事
※代銀 2貫目

嘉永 4. 3 売主元平外 1名・長百姓清
兵衛㊞・組頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪切紙 1通
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135 永代売切申山之事
※代銀75匁，端裏に「南合本蔵」とあり

天保 8. 3. 売主本蔵外 1名・長百姓林
三郎㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪紙 1通

136 永代売切申田之事
※代銀400目，端裏に「竹のや周吉」とあり

万延元.12. 売主周吉外 1名・長百姓柳
蔵㊞・与頭幸次郎㊞・庄屋
弥四郎㊞・同柳蔵㊞→買主
直太郎殿

竪紙 1通

137 永代売切申田之事
※代銀400目，端裏に「源次郎ゟ」とあり

嘉永 4. 3. 売主源次郎外 1名・長百姓
啓三郎㊞・与頭周蔵㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪紙 1通

138 永代売切申家屋敷之事
※代金349匁 6分，端裏に「此証文表受戻し庄平殿へ売り　
平吉ゟ」とあり，内容抹消

文久 2.12. 売主平吉外 1名・長百姓小
平㊞・与頭清三郎㊞・庄屋
弥四郎㊞・当分同元吉㊞→
買主直太郎殿

竪紙 1通

139 永代売切申証文之事
※代銀200目，端裏に「久八原ノ事　直八」とあり

元治元.極. 売主直八郎㊞外 1名・与頭
清三郎→買主直太郎殿

竪切紙 1通

140 永代売切申証文之事
※竹藪 1ヶ所，代米 1石 9斗 2升

明治 4.極. 売主佐々井村井上直八外 2
名→買主井上彦太郎殿〈奥
書　与頭井木秀兵衛㊞〉

竪紙 1通

141 永代売切申田之事
※代銀190目 9分 8厘

天明 7.極. 売主彦左衛門外 2名・組頭
弥四郎→喜三次殿

竪切紙 1通

142 永代売切申畠之事
※代銀10匁

文政 9. 3. 売主与兵衛外 1名・長百姓
林助・与頭丈二郎㊞・庄屋
柳助→買主弥四郎殿

竪紙 1通

143 永代売切り申田之事
※代米 3石 2斗

天明 7. 極. 売主彦左衛門外 2名・与頭
弥四郎㊞・庄屋柳蔵㊞→喜
三次殿

竪切紙 1通

144 永代売渡し申畑之事
※代銀256匁 8分 3厘，端裏に「水野屋ゟ請取」とあり

嘉永 7. 5. 売主与平㊞外 1名・長百姓
小兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

145 永代交易証文之事
※原 1ヶ所，端裏に「水田屋禎助」とあり

明治 4. 4. 渡し主禎助㊞外 1名→受取
主弥四郎殿

竪紙 1通

146 永代売切り申山之事
※代銀250目，端裏に「辰　林助」とあり

安政 3.12. 売主林助㊞外 1名・長百姓
彦平㊞・与頭清三郎㊞・庄
屋弥四郎㊞・立川周右衛門
㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

147 永代売渡申証文之事
※代銀35匁 7分，端裏に「大又権兵衛」とあり

天保 8. 3. 大また権兵衛跡外 2名→
佐々井細倉屋弥四郎殿

竪切紙 1通

148 永代売切申山之事
※代銀640目，端裏に「寒田杉山原壱ヶ所之事　志路村大町
惣助受　但し五郎丸亀次後家分」とあり

天保15.11. 売主惣助㊞外 2名・長百姓
小兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

149 永代売切り申かや畠之事
※代銀59匁 8分 9厘，端裏に「忝道多八」とあり

天保 6.極. 売主多八外 1名・長百姓小
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

150 永代売申［　　　　］
※田 1畝，代米 8石［　］

天明元. 6. 田売主孫八外 1名・与頭弥
四郎㊞・庄屋柳蔵㊞→千代
松殿

竪紙 1通

151 永代売切申畠証文之事
※代銀120目27厘，端裏に「才五郎」とあり

安政 2. 2. 売主五郎丸才五郎㊞・長百
姓彦平㊞・証人取立役清三
郎㊞・庄屋弥四郎㊞・立川
周右衛門㊞→買主直八郎殿

竪紙 1通

10
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152 永代売切申証紋事
※代銀 9貫目，端裏に「元平」とあり

嘉永 4.正. 売主助左衛門・元平外 2名・
長百姓清兵衛㊞・組頭周兵
衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

153 永代売切り申山之事
※代米 8斗，端裏に「小又かうしん（荒神）ノ下モ山証文　
山田屋林平」とあり

明治 5. 6. 売主伯父吉田町啓次郎外 3
名・買主弥四郎殿〈奥書　
少長井上彦太郎・同浮田庄
平〉

竪紙 1通

154 永代売切申証文之事
※かや山 1ヶ所，代米 1石 6斗 3升，端裏に「倉田屋折平」
とあり

明治 4.11. 売主折平外 1名・長百姓瀧
平㊞・庄屋同格与頭浮田庄
平㊞・庄屋井上彦太郎・当
分庄屋岡崎十郎右衛門→買
主彦太郎殿

竪紙 1通

155 永代売切申証文之事
※端裏に「丸山平木田下タ切小平より取」とあり

嘉永元.11. 売主小兵衛外 1名・長百姓
林三郎㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

156 永代売切り竹藪畠之事 寛政 3. 7. 売主甚右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞→喜三次殿

竪紙 1通

157 永代売切申ス田地証文之事
※代銀184匁 9分，端裏に「直平ゟ」とあり

嘉永 5. 3. 売主直平・正人長百姓小兵
衛㊞・与頭周兵衛㊞・庄屋
市郎兵衛㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

158 永代売切申田地証文之事
※端裏に「升や常蔵」とあり

安政 6.極. 売主常蔵㊞外 1名・長百姓
孝右衛門㊞・与頭清三郎㊞
・庄屋弥四郎㊞・当分庄屋
柳助㊞→買主直太郎殿

竪紙 1通

159 永代売切申田地証文之事
※代米 1石8升，端裏に「辰　常蔵」とあり

安政 3.12. 売主恒蔵㊞外 1名・長百姓
小平㊞→買主細倉直太郎殿
〈奥書　与頭清三郎㊞・庄
屋弥四郎㊞・当分庄屋立川
周右衛門㊞〉

竪紙 1通

160 永代売切り申田之事
※代米 1石3斗

安永 4. 6. 売主ひち・沢ね外 3名・与
頭弥四郎㊞・庄屋喜平次→
買主千代松殿

竪紙 1通

161 永代売切申茶園之事
※代銀13匁

嘉永 7.閏7. 売り主周平跡外 1名・長百
姓小平㊞・取立役清三郎㊞
・庄屋弥四郎㊞→買主直八
郎殿

竪紙 1通

162 永代売渡し田之事
※代米11石 2斗1升

享和元. 4.20 売主作右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞・庄屋与平次㊞→
かい主喜三次殿

竪紙 1通

163 永代売渡申田之事
※代米 8斗

天明元. 6. 田売主孫八外 1名・与頭弥
四郎・庄屋柳蔵→買主千代
松殿

竪紙 1通

164 永代売切り申山之事
※代銀53匁 7分9厘

天明 6.11. 売主甚六外 1名・与頭弥四
郎井㊞→買主喜三次殿

竪紙 1通

165 永代売切申田事
※代銀28貫目，端裏に「清兵衛ゟ請取」とあり

嘉永 4. 2. 売主清兵衛㊞外 1名・長百
姓林三郎㊞・組頭周蔵㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

166 永代売切申田事
※代銀460目，端裏に「林助ゟ」とあり

嘉永 4.12. 売主林助外 1名・与頭周兵
衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

167 永代売切申田之事
※代銀181匁 3分6厘，端裏に「登立源次郎」とあり

安政 2.12. 売主源次郎外 1名・長百姓
小兵衛㊞・与頭清三郎㊞・当
分庄屋立川周右衛門㊞・・
庄屋弥四郎㊞→買主直太郎
殿

竪紙 1通

11
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168 永代売切申証文之事
※麻畑等，代銀450目，端裏に「勝田村沖原　作右衛門」と
あり

安政 2.12. 売主勝田村作右衛門㊞外 1
名・長百姓小平㊞・組頭清
三郎㊞・庄屋弥四郎㊞・当
分庄屋立川周右衛門㊞→買
主直太郎殿

竪紙 1通

169 永代売切り畠之事
※代銀19匁 7分

寛政 7. 5. 売主甚右衛門外 1名・・与
頭弥四郎・庄や量助→喜三
次殿

竪紙 1通

170 永代売切申田畠之事
※代銀800目，端裏に「□かけ清兵衛」とあり

安政 6.極. 売主清兵衛㊞外 2名・長百
姓彦兵平㊞・与頭幸二郎㊞
・庄屋弥四郎㊞・当分同柳
助㊞→買主直多郎殿

竪紙 1通

171 永代売切申畠之事
※代銀16匁 6分

寛政 4. 5. 売主甚右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞・庄屋市右衛門㊞
→買主喜三次殿

竪紙 1通

172 永代売切申田之事
※代銀 3貫867匁，端裏に「でわだ証文　舛屋小平」とあり

弘化 3.12. 売主小平㊞・証人与頭周兵
衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買
主弥四郎殿

竪紙 1通

173 永代売切申田之事
※代銀 7貫452目，端裏に「かみ屋ヶ崎キ　日掛田清兵衛」
とあり

弘化 2.12. 売主清兵衛外 1名・長百姓
林三郎㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

174 永代売切証文之事
※茶縁，代銀21匁，端裏に「勝田村田中　甚兵衛ゟ」とあ
り

嘉永 7. 3. 勝田売主甚兵衛外 1名・同
長百姓和十郎㊞・同与頭秀
兵衛㊞・同庄屋豊八郎・与
頭秀兵衛→佐々井買主弥四
郎殿

竪紙 1通

175 永代売切り屋敷畠之事
※代銀36匁

享和 3. 3. 売主甚六右衛門外 2名・与
頭喜八次㊞・庄屋与平次㊞
→弥四郎殿

竪紙 1通

176 永代売切り申山之事
※代米 4石4斗，端裏に「勝田沖原　作右衛門」とあり

明治 4. 6. 売主勝田村沖原作右衛門外
2名・長百姓瀧平・与頭浮
田庄平・庄屋井上彦太郎・
当分庄屋岡崎十郎右衛門→
買主細倉弥四郎殿

竪紙 1通

177 永代売切申畑之事
※代銀78匁 5分2厘，端裏に「勝田唐津屋十三郎ゟ」とあり

嘉永 5. 3. 売主十三郎外 1名・長百姓
新兵衛㊞→買主弥四郎殿
〈奥書　庄屋豊八郎㊞・与
頭秀兵衛㊞〉

竪紙 1通

178 永代売切申山之事
※代銀 3貫400目，端裏に「川原孫四郎ゟ受取」とあり

嘉永 3. 4. 売主孫八郎・同忰常八外 1
名・長百姓小兵衛㊞・組頭
周兵衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞
→買主弥四郎殿

竪紙 1通

179 永代売切申証文之事
※代米 3石2斗 5升7合，端裏に「源七」とあり

明治 3.12. 売主源七外 1名・長百姓助
右衛門㊞・与頭浮田庄平㊞
・庄屋井上彦太郎㊞・当分
庄屋岡崎十郎右衛門㊞→買
主彦太郎殿

竪紙 1通

180 永代売切申ス田地証文之事
※代米 8石2斗 6升，端裏に「清兵衛」とあり

嘉永 4.12. 売主清兵衛㊞外 1名・長百
姓林三郎㊞・与頭周兵衛㊞
・庄屋市郎兵衛㊞→買主弥
四郎殿

竪紙 1通

181 永代売切り申田之事
※代銀200目，端裏に「天のや磯右衛門」とあり

万延元.12. 売主磯右衛門外 1名・長百
姓彦平㊞・与頭幸二郎㊞・
庄屋弥四郎㊞・同柳助㊞→
買主直太郎殿

竪紙 1通

182 永代売切申田之事
※代銀300目，端裏に「直八郎買受」とあり

文久 3.10. 売主直八郎外 1名・長百姓
孝右衛門・与頭清三郎㊞・
庄屋弥四郎㊞・当分同元吉
㊞→買主細倉直太郎殿

竪紙 1通

12
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183 永代売切申田之事
※代米 1石2斗 6合，端裏に「山田甚蔵」とあり

文政 9.12. 売主甚蔵外 1名・長百姓林
助㊞・与頭丈次郎㊞・庄屋
柳助㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

184 永代売切田地証文之事
※代銀385匁，後欠，端裏に「忠平」とあり

　 　 竪切紙 1通

185 永代売切申麻畠之事
※代銀71匁 8分

文化 2.12. 売主清蔵外 3名・与頭喜平
次㊞・庄屋与平次㊞→買主
弥四郎殿

竪紙 1通

186 永代売切申証文之事
※山 1ヶ所，代米 3俵

明治 4. 6. 売主常蔵外 1名・長百姓瀧
平㊞・与頭浮田庄平㊞・庄
屋井上彦太郎・当分庄屋岡
崎十郎右衛門→買主彦太郎
殿

竪紙 1通

187 永代売切竹藪事
※代銀15匁，端裏に「南合本蔵」とあり

天保11. 2. 売主本蔵㊞・長百姓林三郎
㊞・与頭周兵衛㊞→買主弥
四郎殿

竪切紙 1通

188 永代田替之事
※銀115匁 5分，端裏に「替事証文　庄八」とあり

天保 9. 4. 替主庄八㊞・忰林兵衛外 1
名・与頭周兵衛㊞→同替主
弥四郎殿

竪切紙 1通

189 永代売渡申畑之事
※代米 5斗5升・代銀10匁，端裏に「嘉永七寅四月　貞兵衛
ゟ買請申候」とあり

嘉永 7. 4. 売り主貞兵衛外 1名・長百
姓小兵衛㊞・取立役清三郎
㊞・庄屋弥四郎㊞・当分庄
屋立川周右衛門㊞→買主弥
四郎殿

竪紙 1通

190 永代売切り申畠之事
※代銀15匁

寛政 6.11. 売主甚右衛門外 2名・与頭
弥四郎㊞→買主喜三次殿

竪紙 1通

191 永代売渡シ申田之事
※代米 5石3升

安永 2. 2. 2 田売主庄八外 2名・与頭弥
四郎㊞・庄屋量助・与頭弥
四郎→志路村城ヶ丸彦左衛
門殿

竪紙 1通

192 永代売切申証文之事
※代米 7斗7升 3合6勺

明治 6. 2. 売主川野相兵衛外 2名・組
合惣代浮田庄平㊞→買主井
上彦太郎殿

竪紙 1通

193 永代売切申田之事
※代銀660目，端裏に「為政左衛門上ミノ下タ下田之事　為
政周兵衛」

弘化 2.12. 売主為政周兵衛外 1名・長
百姓林三郎㊞・与頭周兵衛
㊞・庄屋市郎兵衛㊞→買主
弥四郎殿

竪紙 1通

194 永代売切申田之事
※代銀 2貫695匁，端裏に「丸山平木田之内　　小平」とあ
り

嘉永 2. 3. 売主小兵衛・長百姓林三郎
㊞・証人与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛㊞→買主弥四郎
殿

竪紙 1通

195 永代売切申竹山証文之事
※代銀150目，端裏に「藤しや直平」とあり

万延元.11. 売主直平外 1名・与頭清三
郎㊞・庄屋弥四郎㊞・当分
同柳助㊞→買主直太郎殿

竪紙 1通

196 永代売切証文之事
※代米 6斗4升

明治 4. 6. 売主常蔵外 1名・長百姓瀧
平・与頭浮田庄平㊞・庄屋
井上彦太郎㊞・当分庄屋岡
崎十郎右衛門㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

197 永代売渡シ申田之事
※代米 3石2斗 1升

安永 2. 2.12 田売主庄八外 2名・与頭弥
四郎㊞・庄屋量助㊞→千代
松殿

竪紙 1通

198 永代売切申竹藪之事
※代銀 7貫140目，端裏に「勝田村沖五郎右衛門藪証文」と
あり

嘉永 2. 7. 売主芳太郎㊞・証人長百姓
善三郎㊞→佐々井弥四郎殿
〈奥書　庄屋豊八郎㊞・与
頭秀兵衛㊞〉

竪紙 1通

13
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199 永代売切申田地証文之事
※代銀100目

万延元.極. 売主孝右衛門㊞外 1名・長
百姓小兵衛㊞・与頭清三郎
㊞・庄屋弥四郎㊞・当分庄
屋柳助㊞→買主直太郎殿

竪紙 1通

200 〔永代売切証文等括〕 （安政 5. 7
・安政 6. 9）

　 括 1括
（4通）

200/1 ◦覚（順三郎上田売渡しニ付添証文） 未（安政 6）. 9. 佐々井村細倉弥四郎㊞→上
根村森沢力三郎殿

竪切紙 （1通）

200/2 ◦永代売切申田之事
※代米10石 5斗1升 4合3勺，貼紙あり

安政 6. 9. 売主順三郎㊞外 1名・与頭
幸次郎㊞・庄屋弥四郎㊞→
買主上根村力三郎殿

竪紙 （1通）

200/3 ◦御受書之覚　佐々井村（与合割庄
屋力三郎殿ゟ当村方江借用返上方
ニ付受書）

未（安政 6）. 9. 庄屋弥四郎㊞・与頭順三郎
㊞・同幸次郎㊞・同清三郎
㊞→年寄同格割庄屋友三郎
殿

竪紙 （1通）

200/4 ◦永代売切申居家之事
※代銀56匁

安政 5. 7. 売主久蔵外 2名・長百姓小
平㊞・与頭清三郎㊞・庄屋
弥四郎㊞・当分同柳助㊞→
買主直太郎殿

竪紙 （1通）

201 永代売切申田之事
※代銀200目，端裏に「倉田屋平蔵ゟ取」とあり

天保10. 5. 売主平蔵外 2名・長百姓小
平㊞・組頭周兵衛㊞・庄屋
市郎兵衛㊞→買主弥四郎殿

竪紙 1通

202 永代売切り申上田之事
※代銀12貫500目，端裏に「元平ゟ取」とあり

嘉永 3. 3. 売主元平外 1名・長百姓清
兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・庄
屋市郎兵衛→買主弥四郎殿

竪紙 1通

203 永代売切申田之事
※代銀 5貫100目，端裏に「丸山平木田　上エ之町三畝　舛
や小平」とあり

弘化 3.12. 売主小兵衛外 1名・長百姓
林三郎㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

204 永代売切畑証文之事（案） 文久 2. 3. 売主［　］外 1名・長百姓
忠吉・与頭秀兵衛・庄屋豊
八郎→買主村辻受御役人衆
中

切継紙 1通

205 永代売切り申茶ゑん之事
※代銀15匁

寛政 6.11. 売主甚右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞→買主弥四郎殿

竪切紙 1通

206 借用申金子之事
※金116匁 5分2厘，端裏に「此表受戻済」とあり

安政 6. 6. 借主平吉外 1名・長百姓小
平㊞・与頭清三郎㊞・庄屋
弥四郎㊞→貸し主直太郎殿

竪紙 1通

207 永代売切申畑之事
※代銀100目，端裏に「川原勘次郎ゟ」とあり

文久 2.11. 売主素次郎忰勘次郎外 2
名・長百姓小兵衛㊞・組頭
清三郎㊞・庄屋弥四郎㊞・
当分同元吉㊞→買主直太郎
殿

竪紙 1通

208 永代売渡シ申畠之事
※代米 4斗

安永 2.霜.23 売主助右衛門外 1名・与頭
弥四郎㊞→千代松殿

竪紙 1通

209 永代売切申田之事／覚　添手形扣へ
※ 2通，端裏に「順三郎ゟ森沢江田
売渡しニ付世話懸り弥四郎ヒカエ
　安政未九月子年返事」とあり

安政 6. 9.
／未（安政 6）9.

売主順三郎外 1名・与頭幸
次郎・庄屋弥四郎→買主上
根村力三郎殿／佐々井村細
倉世話人弥四郎→上根村森
沢力三郎殿

竪継紙 1通

210 永代売切申田証文之事
※代金 4両1歩と54文，端裏に「舛屋常蔵」とあり

安政 2.霜. 売主常蔵㊞・長百姓小兵衛
㊞・正人与頭清三郎㊞・庄
屋弥四郎㊞・当分庄屋立川
周右衛門㊞・→買主直太郎
殿

竪紙 1通
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211 永代売切申田証文之事
※代米 4俵

明治 2. 6. 売主桂蔵㊞外 1名・長百姓
佐右衛門㊞・与頭庄兵㊞・
庄屋彦太郎・当分同岡崎十
郎右衛門→買主彦太郎殿

竪紙 1通

212 永代売切申畠之事
※代米 1斗4升

天明 6.11. 売主すせん外 2名・与頭弥
四郎㊞・庄屋柳蔵㊞→買主
喜三次殿

竪紙 1通

213 永代売切申田事
※代金195匁，端裏に「小平ゟ」とあり

嘉永 4.12. 売主常蔵㊞外 1名・与頭周
兵衛㊞・庄屋市郎兵衛㊞→
買主弥四郎殿

竪紙 1通

214 永代売切申田之事
※代銀52貫目

嘉永 4. 2. 売主小平㊞・同忰常蔵㊞外
1名・正人与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

215 永代売切申田之事
※代銀 2貫200目，端裏に「為政佐右衛門上ミつま下田之事
　為政啓三郎」とあり

弘化 2.12. 売主桂三郎外 2名・長百姓
林兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

216 山論入費割符済口之事
※端裏に「明治六酉ノ六月十七日　山論入費之事済口請書
扣へ　南方村・佐々井村・土師村」とあり

明治 6. 6.17 第六大区五小区佐々井村百
姓惣代家花直兵衛外 1名・
同土師村惣代清木亀蔵外 1
名・第五大区十一小区南方
村百姓惣代立川長十外 1名
→白浜権参事殿

竪紙 1通

217 永代売切申田地証文之事
※米 1石28升，端裏に「此表受戻り済」とあり

明治 2.11. 売主啓蔵㊞外 1名・長百姓
佐右衛門㊞・与頭庄平㊞・
庄屋彦太郎・当分同岡崎十
郎右衛門→買主弥四郎殿

竪紙 1通

218 永代売切りぐろ茶縁之事
※代銀 5匁

文化 3. 7. 売主清蔵外 2名・与頭喜平
次→買主弥四郎殿

竪紙 1通

219 永代売切申田証文之事
※米42合 7勺，端裏に「此表受戻り済」とあり

明治 2. 3. 売主常蔵外 1名・長百姓瀧
平㊞・与頭庄平㊞・庄屋彦
太郎・当分同岡崎十郎右衛
門→買主弥四郎殿

竪紙 1通

220 永代売限申畠之事
※代米 5斗1升

天明 3. 2. 売主伝七外 1名・与頭弥四
郎㊞・庄屋柳蔵㊞→ほそく
ら千代松殿

竪切紙 1通

221 〔家財分け証文断簡〕
※前部欠

明和 6. 3. 親甚兵衛㊞外 3名・与頭丈
八㊞・庄屋量助㊞→弥四郎
江

竪紙 1通

222 永代売切申山之事
※代銀 8貫目，端裏に「寒田すり平　部屋勇兵衛より取」と
あり

弘化 4.12. 売主勇兵衛外 2名・長百姓
小兵衛㊞・与頭周兵衛㊞・
庄屋市郎兵衛㊞→買主弥四
郎殿

竪紙 1通

223 借用証文之事
※元銀 1両1歩，端裏に「永代ニ〆相済　源次郎」とあり

嘉永 7.極. 借主源次郎㊞外 2名・取立
役清三郎㊞・庄屋弥四郎→
貸し主直八郎殿

竪紙 1通

224 永代売切り申麻畠之事
※代銀40目 2分8厘

文化14.12. 売主甚蔵外 1名・与頭丈次
郎㊞・庄屋柳助㊞→買主喜
平次殿

竪紙 1通

225 永代売切り申畠之事
※代米 9斗，端裏に「嘉やが後」とあり

安永 2.霜.27 売主助右衛門外 2名・給庄
屋平八㊞→弥四郎殿

竪紙 1通

226 永代売切申山之事 安政 5.12. 3～ 売主啓三郎㊞外 2名・与頭
清三郎㊞・庄屋弥四郎㊞→
買主細倉直太郎殿

竪紙 1通

227 ※欠番
※※文書欠・複製資料なし，マイクロフィルムなし
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228 ※欠番
※※文書欠・複製資料なし，マイクロフィルムなし

　 　 　 　

229 〔郡府御普請銀之内江出金奇特ニ付
誉状〕
※№229～276はマイクロフィルム（M93099）のみあり，複製資
料なし

　 →佐々井村拾七人 切紙 1通

230 〔申年凶作難渋者江施行奇特ニ付誉
状〕

（戌年） →佐々井村庄屋弥四郎 切紙 1通

231 〔根谷ゟ可部裏川迄船路普請入用之
内江御国恩寸志出銀奇特ニ付誉状〕

　 →佐々井村庄屋弥四郎 切紙 1通

232 〔変年手当趣法基立郡辻江寄附米差
出奇特ニ付袴着用許可状〕

　　　.11.17 （印）→佐々井村庄屋彦太
郎

切紙 1通

233 〔第六大区小区用係辞令〕
※端裏に「五小区引受井上彦太郎」とかかれた貼紙（公用紙使用）
あり

壬申（明治 5）. 7. 広島県→井上彦太郎 切紙 1通

234 〔勝田村・佐々井村筆生辞令〕 明治12. 3.29 （印）→井上民次郎 切紙 1通

235 〔郡志編纂資料調査委員嘱託辞令〕 明治36.12. 3 高田郡長矢野雨石→山本民
次郎殿

切紙 1通

236 〔佐々井村大組惣代辞令〕 明治 7.10.26 （印）→佐々井村井上被小
次郎

切紙 1通

237 〔筆生依願免職辞令〕 明治20.10.26 高田郡勝田村外二ヶ村戸長
役場→高田郡勝田村外弐ヶ
村戸長役場筆生井上民次郎

切紙 1通

238 証（麦稈真田製造修業成蹟優等ニ付
四等賞）

明治33.10.14 高田郡農会長正七位勲六等
池田秀一㊞→井上トモヨ

切紙 1通

239 〔刈田村・佐々井村社厳島神社鳥居
再建委員嘱託辞令〕

明治29. 9. 6 厳島神社鳥居再建委員長井
木英省→井上民次郎氏

切紙 1通

240 〔村等通観公議総代人撰挙当選通知〕 明治10. 9. 6 （第六大区五小区戸長印）→
佐々井村井上彦次郎

切紙 1通

241 当撰状（村会議員） 明治20. 9. 佐々井村外二ヶ村戸長佐々
木嘉一郎㊞→佐々井村井上
彦太郎

切紙 1通

242 〔高田郡佐々井村勝田村学務委員認
諦状〕

明治13. 4.14 広島県㊞→井上彦太郎 切紙 1通

243 当撰状（勝田・佐々井村聯合村会議
員）

明治18. 4.15 戸長宗吉寛太㊞→高田郡
佐々井村井上彦太郎殿

切紙 1通

244 当撰状（高田郡五十九村聯合会議
員）

明治18. 3.31 高田郡長名越厳荘太㊞→井
上彦太郎殿

切紙 1通

245 〔山陰山陽交通道路改修工事取締頭
取兼工費収支担任嘱託辞令〕

明治18. 4. 高田郡役所㊞→高田郡佐々
井村井上民次郎

切紙 1通

246 〔五小区佐々井村総代人辞令〕 明治10. 5.27 第六大区会議所㊞→五小区
佐々井村井上彦太郎

切紙 1通

247 当撰告知状（刈田村大字佐々井区会
議員）

明治24. 2. 4 刈田村字佐々井区会議員選
挙掛長刈田村助役井上英省
㊞→井上民次郎殿

竪紙 1通

248 〔事務取扱解任辞令〕 明治 6. 8.30 広島県→井上彦太郎 切紙 1通

249 当撰状（土師・佐々井・勝田村聯合
村会議員）

明治18. 4.15 戸長宗吉寛太㊞→高田郡
佐々井村井上彦太郎殿

切紙 1通

250 〔第四番組佐々井村地等議員辞令〕 明治 9.11.26 五小区戸長中村十三郎㊞→
佐々井村井上彦太郎

切紙 1通

251 〔山陰山陽交通道路改修工事取締頭
取兼工費収支担任嘱託辞令〕

明治18. 6.15 高田郡役所㊞→高田郡佐々
井村井上彦太郎

切紙 1通
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252 当撰状（佐々井村村会議員） 明治12. 7.13 高田郡笹磯戸長井木四郎平
㊞→高田郡佐々井村井上彦
太郎殿

竪紙 1通

253 当撰状（佐々井村村会議員） 明治17. 8.13 戸長森昌三㊞→佐々井村井
上彦太郎殿

竪紙 1通

254 当撰状（土師村・勝田村・佐々井村
聯合会議員）

明治17. 8.13 土師村外二ヶ村戸長森昌三
㊞→佐々井村井上彦太郎殿

竪紙 1通

255 〔巳年凶作難渋者江救助奇特ニ付誉
状〕

壬申（明治 5）. 8. 広島県庁→高田郡佐々井村
庄屋井上彦太郎

切継紙 1通

256 証（地代米請取） 明治37. 7.11 刈田村字佐々井吉本嘉市→
山本民次郎殿

竪紙 1通

257 記（大組総代差替歎願書・免許奥書） 明治 8. 3.27
／明治 8. 4. 5

第六大区五小区佐々井村総
代井上彦太郎→正副区長御
中

竪紙 1通

258 松本常吉書翰（債務者へ貴店より起
訴ニ付）

　　　. 2.20 →松井様 切継紙 1通

259 申渡ス（佐々井村組頭役申付）
※公用紙使用

寅（宝暦 8ヵ）. 5. 戸田三左衛門㊞・今中五郎
左衛門㊞・玉置市十郎㊞→
佐々井村百姓弥四郎

切継紙 1通

260 申渡（佐々井村与頭役申付）
※公用紙使用

戌（享和 2ヵ）.12.21 伊藤半右衛門㊞・佐々木庄
左衛門㊞・百々勘左衛門㊞
→佐々井村先与頭弥四郎忰
喜平次

切紙 1通

261 申渡（佐々井村与頭役申付）
※公用紙使用

卯（天保 2ヵ）. 6.27 湊喜兵衛㊞・川上雄之進㊞
・川崎要人㊞→佐々井村先
与頭喜平次忰弥四郎

切紙 1通

262 申渡（佐々井村庄屋役申付）
※公用紙使用

丑（嘉永 6ヵ）. 11. 4 辻小八郎㊞・津村亀次郎㊞
→佐々井村組頭弥四郎

切紙 1通

263 申渡（佐々井村庄屋役申付）
※公用紙使用

寅（慶応 2ヵ）. 7.29 中尾弥太郎㊞→佐々井村庄
屋弥四郎忰彦太郎

切紙 1通

264 〔区内証券印紙売捌勘定差出方通達〕 　　　.10.14 正副区長㊞→五小区戸長中 切紙 1通

265 態申遣ス（佐々井村庄屋弥四郎忰彦
太郎召連れ郡役所へ出頭方申達）
※公用紙使用

　　寅. 7.28 高田郡御役所→当分庄屋元
吉・与頭共

切紙 1通

266 態申遣（佐々井村先庄屋弥四郎召連
郡役所へ出頭方申達）
※公用紙使用

　　寅. 7.晦 高田郡御役所→当分庄屋元
吉・庄屋彦太郎・与頭共

切継紙 1通

267 高田郡佐々井村楮勘定差引
※公用紙使用

　　卯.11. 御紙蔵㊞→庄屋立川周右衛
門・同弥四郎・与頭共

切継紙 1通

268 態申遣（其村常八作州大庭郡目木村
ニ而病死ニ付彼ノ地役人へ挨拶書状
差出方申達）
※公用紙使用

　　辰. 4. 高田郡御役所㊞→佐々井村
当分庄屋立川周右衛門・庄
屋弥四郎殿・与頭共

切継紙 1通

269 草案（当村常八其御村ニ而病死ニ付
挨拶書状）
※公用紙使用

　 芸州高田郡佐々井村役人→
津山領作州大庭郡目木村庄
屋彦左衛門殿

切継紙 1通

270 覚（醤油造冥加金受取及過不足ニ付
申達）
※公用紙使用

　　午.極.18 郡用所㊞→佐々井村御役人
中

切継紙 1通

271 〔御国恩寸志銀差上奇特ニ付下賜銀
目録〕

　 →佐々井村庄屋彦太郎 切紙 1通

272 〔郡府御普請用材木之内江持来り之
槐差出奇特ニ付鳥目下賜目録〕

　 →佐々井村先庄屋弥四郎 切紙 1通
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273 〔年来出精相勤ニ付庄屋格任命目録〕（慶応 2. 8） →佐々井村庄屋弥四郎 切紙 1通

274 村山太夫書翰（御祈祷御祓当麻進上
ニ付）
※摺版，宛名のみ墨書

　　　. 9.吉 →庄屋彦太郎様 切紙 1通

275 〔隠居井上弥四郎戸籍〕
※「第六大区用所」罫紙使用

（明治 6ヵ）. 　 罫紙 1通

276 地第五一三号（荒蕪地払下願免許
状）
※「広島県」罫紙使用

明治34. 3.16 広島県知事江木千之㊞→高
田郡刈田村佐々井井上彦太
郎

罫紙 1通

277 〔春蔵死去之時香料帖外綴〕
※ 35冊合綴

　 　 綴 1綴
（35冊）

277/1 ◦春蔵死去之時（香料帖）
※ 277-1～35は合綴，表紙破損，裏表紙「慶助病死香料帖」（文
政4.正.10 ）細倉喜平次

文政 4.正. 4 　 横長 （1冊）

277/2 ◦父親死去香料帖 文政 4. 8.15 細倉喜平次 横長 （1冊）

277/3 ◦婚儀祝用壱家并寄合之方角御樽扣 安政 6.正.晦 井上氏 横長 （1冊）

277/4 ◦父親往生之時香料帳（先弥四郎忰
喜平次と申人，同人忰又弥四郎）

文政 7. 3.17 弥四郎 横長 （1冊）

277/5 ◦母親病死之時香奠人別帖（先弥四
郎女房志路村城ケ丸ゟ引被越候人
ニ御座候）

文化10.霜.22 喜平次 横長 （1冊）

277/6 ◦妻病死之砌香料帳（此人勝田村新
屋ゟ参り候人也）

嘉永 4. 9.28 細倉弥四郎 横長 （1冊）

277/7 ◦きちうみまいおほへ帳 嘉永 4. 9.28 ほそくら 横長 （1冊）

277/8 ◦居家棟上普請人別覚帳 嘉永 6. 4.吉 細倉屋 横長 （1冊）

277/9 ◦まつの病死之刻香料帳（娘四才） 弘化 2. 7.24 細倉屋弥四郎 横長 （1冊）

277/10 ◦保太郎病死之刻香料帳 弘化 3. 3. 2 細倉屋弥四郎 横長 （1冊）

277/11 ◦母親病死之刻香料帳（此人当村前
天屋彦七ト申ス者之娘也）

弘化 4. 7.24 細倉屋弥四郎 横長 （1冊）

277/12 ◦大林村母親往生之刻香料帳 文久 2.閏8.13 細倉直太郎 横長 （1冊）

277/13 ◦忰亀松死去ニ附香典控帳（行年四
歳）

明治 4. 2. 4 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/14 ◦長男富士太郎病死之節香料帳 明治 6. 7.31 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/15 ◦おちゑ病死之砌香奠帳 明治 8.12. 8 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/16 ◦居家普請諸入費帳 明治11. 9.吉 井上 横長 （1冊）

277/17 ◦母親病死之節忌中見舞請帳 明治15. 5.31 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/18 ◦母親病死之砌香料帳 明治15. 5.31 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/19 ◦親父死去之節香料帳 明治16. 3. 5 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/20 ◦父親病死之節忌中見舞帳 明治16. 3. 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/21 ◦親父病死之節諸入費覚帳 明治16. 3. 5 井上彦太郎 横長 （1冊）

277/22 ◦井上彦太郎病死之時諸入用扣帖 明治33.11. 5 井上民次郎 横長 （1冊）

277/23 ◦土蔵火災之時見舞之帖 明治31. 4.27 　 横半 （1冊）

277/24 ◦病中見舞之帖 明治33.11. 　 横長 （1冊）

277/25 ◦母親病死之節香典・見舞請帳 大正 2. 8. 　 横長 （1冊）

277/26 ◦実母ちせ死亡ニ付香典芳名扣 明治45. 1. 3 山本民次郎 横長 （1冊）

277/27 ◦買物帳　其他入用帖 明治45. 1. 3 　 横長 （1冊）
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277/28 ◦記（火葬料等領収書） 明治45. 1. 5 旅順忠海白蓮舎→山本殿 横長 （1冊）

277/29 ◦野辺帳 明治45. 1. 4 山本 横長 （1冊）

277/30 ◦井上彦太郎病死之際香奠受帳 明治33.11. 5 井上民次郎 横長 （1冊）

277/31 ◦父親病死之節忌中見舞請帳 明治33.11. 7 井上民次郎 横長 （1冊）

277/32 ◦チトせ死去之砌香料帳 明治42.12.17 山本民次郎 横長 （1冊）

277/33 ◦民次郎死亡ニ付香典帳 大正 8. 5.22 　 横長 （1冊）

277/34 ◦忌中見舞帳 大正 8. 5.22 　 横長 （1冊）

277/35 ◦諸入用帳 　 　 横長 （1冊）

278 明治二十八年日誌 明治28. 　 横半 1冊

279 日誌 明治31. 井上民次郎 竪冊 1冊

280 証（地処書入一件入米受取証預かり
証文）
※№280～330は台紙に糊で貼り付けた文書をクリアファイ
ルにいれてあったので，クリアファイルから出し文書を
台紙からはがして整理した

明治14. 5.15 五郎丸伴蔵・保証人 1名→
美口儀助相代理人井上彦太
郎殿

竪紙 1通

281 借用証（米 3斗2升） 明治25. 5.23 借用主［　］・証人 1名→米
主門出幾四郎

竪紙 1通

282 借用証（金 3円45銭） 明治23. 4.10 刈田村字佐々井井上彦太郎
→証人 1名元山手村辻元平
殿

竪紙 1通

283 証（民事訴訟入費受取） 明治17. 3.23 富士山松助㊞→井上彦太郎
殿

竪切紙 1通

284 地所書入証（金 5円）
※「証券界紙」使用

明治16. 6.14 井上彦太郎㊞→交誼舎井木
四郎平殿〈奥書　戸長井木
四郎平代理筆生井上民次郎
㊞〉

罫紙 1通

285 記（金算用） 　 明顕寺→井上御氏様 切紙 1通

286 授業料徴収方 明治32. 7. 1 高田第二高等小学校㊞→井
上彦太郎殿

切紙 1通

287 記（止宿料等） 　　　. 2.26～ 　 切紙 1通

288 記（宿料等受取） 　　　. 1.18 ［　　］→井上様 切紙 1通

289 記（醤油醸造税受取） 明治 7. 5.27 五小区正副戸長㊞→佐々井
村井上弥四郎

切紙 1通

290 記（チとせ様代金受取） 　 　 竪紙 1通

291 記（工事金・預け金算用） 明治22. 1.12 →井上様 切紙 1通

292 〔利金等算用〕 （明治25年頃） 　 切紙 1通

293 記（醤油税金預り証文） 明治 8. 5. 4 岡山儀右衛門㊞→井上弥四
郎殿

切紙 1通

294 記（牛車直シ代等請求） 　　　.10.20 浮田［　］→佐々井井上［　］ 切紙 1通

295 記（代金請求） 　　　.12. 藤井桂蔵→井上様 切紙 1通

296 記（素麺仕出等請求） 　 藤井東一→井上民次郎様 切紙 1通

297 記（下地繰替金元利ニ付近日御越シ
可被下候様願書）

　　　.　.30 高山貫一郎→井上様 切紙 1通

298 記（酒・紙代等受取） 　 　 切紙 1通

299 記（明治廿五年度〆辻等返弁請求） 明治27. 2. 3 中村仙太郎→井上民次郎様 切紙 1通

300 明治廿一度村費賦課之証 明治22. 1.14 第壱組々長岡山㊞ 切紙 1通

301 記（益金・予備金等算用） 　 　 折紙 1通
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302 記（金 6円95銭内訳） 　 　 切紙 1通

303 〔染代等貸証〕 （明治27. 1.30迄） ［　　］磯八→佐々井井上
様

切紙 1通

304 記（ハカタ男帯等） 　 　 切紙 1通

305 〔鍬代等算用〕 　　午.12. 藤井［　］→井上様 切紙 1通

306 記（代人料・登記料等算用） 　　　. 5.24 山崎節二㊞→井上様 折紙 1通

307 記（算用書） 明治20. 9. 9 田村□五郎→井上彦太郎殿 折紙 1通

308 小方書翰（染代等請求） 　　　.11.30 →井上兄様 切紙 1通

309 証（石灰代金前金受取証） （明治）27.12.10 高宮郡中原村字中野玉井□
右衛門㊞→高田郡佐々井村
井上彦太郎殿

切紙 1通

310 記（代金等請求） 　 小田［　］→佐々井井上［　］ 切紙 1通

311 記（換替金等算用） 　 　 切紙 1通

312 記（地所書入ノ分元利詰メ等算用） 　 　 切紙 1通

313 記（請求書） （明治）23. 4. 5 中村仙太郎→井上民次郎様 切紙 1通

314 記（算用書） 　 　 切紙 1通

315 覚（酒代等請求） 　　　. 8.31 日向屋→上 切紙 1通

316 督促状（明治三十五年度追加戸数割
税等）

明治36. 4.23 刈田村長岡崎八太郎㊞→高
田郡刈田村佐々井山本民次
郎

一紙 1通

317 送達書（山本民次郎へ督促状送達） 明治36. 4.23 刈田村長岡崎八太郎／使丁
山根代蔵㊞

一紙 1通

318 預り証（金100円） 明治33. 9.27 高田郡刈田村佐々井預り主
久保田亀松→預ヶ主山本民
次郎殿

竪紙 1通

319 判決正本（預金控訴事件）
※「広島控訴院判決用紙」使用

明治31. 5.21 広島控訴院裁判所書記井上
定蔵㊞

竪冊 1冊

320 記（算用依頼） 明治23. 5. 4 □□□五郎→井上彦太郎殿 罫紙 1通

321 地第五七一号（刈田村佐々井寒田荒
蕪地払下願許可書
※「広島県」罫紙使用

明治34. 3.16 広島県知事江木千之㊞→高
田郡刈田村役場

罫紙 1通

322 川平山定約証　山県郡有田村（受山
交付定約証）　

明治14. 8.28 山県郡有田村人民総代人
田川謙之助外 3名・立会人
1名→石井与三次殿外10名
〈奥書　山県郡有田村戸長
森廉三［［　〉

竪冊 1冊

323 組合庶達第一号（本郡共有地売却入
札落札ニ付達）
※「高田郡各村組合用紙」使用

明治27. 1. 9 高田郡各村組合事務管理者
高田郡長池田秀一㊞→高田
郡刈田村細野平四郎

罫紙 1通

324 山県郡南方村与当村山論一件ニ附小
内問答控　慶応元丑ノ秋ヨリ明治二
巳ノ年迄荒々記

（慶応元～明治2） 佐々井村庄屋彦太郎 竪冊 1冊

325 証（鉱業上必用山使用料・煙害料金
受取）

明治28.1.10 地主大蔦直蔵→井上民次郎
様

竪紙 1通

326 〔第六大区五小区佐々井村寺社図面
綴〕
※文書欠（複製資料あり）

（明治） 　 綴 　

327 定約立換金請求之訴（勝田村交誼舎
休会ニ付）
※写

（明治19. 5） 原告人高田郡長屋村富士山
松助・被告人高田郡佐々井
村浮田穣・同村井上民次郎

竪冊 1冊

328 国有林払下出願ニ関スル書類 　 山本□ 竪冊 1冊
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329 定約証（刈田村字佐々井道路修繕工
事依頼）

明治23.12.18 高田郡吉田村菊□周三郎㊞
→刈田村字佐々井井上民次
郎殿

竪紙 1通

330 地処売渡証（高田郡各町村組合共有
地売却）

明治31.10.18 高田郡各町村組合事務管理
者売主高田郡長池田秀一㊞
→高田郡刈田村買主井上彦
太郎殿

竪紙 1通

331 日誌 明治30. 刈田村井上 横半 1冊

332 皇太后宮御大葬式行列之略図
※摺板，色刷り

明治30. 2. 2 　 一紙 1枚

333 井上吾市書翰
※前欠

　 →井上藤作様 切継紙 1通

334 〔日誌〕
※表紙欠

（4.20～6.13
・11.19～12. 4）

　 横長 1冊

335 〔竪冊断簡〕 （. 8.31～. 9.29） 　 竪冊 1冊

336 〔大字佐々井世帯調〕 　 　 綴 1綴

337 花請帳　第壱号 　 　 横長 1冊

338 花請帳　第弐号 　 　 横長 1冊

339 花請帳　第三号 　 　 横長 1冊

340 花請帳　第五号 　 　 横長 1冊

341 明治三十五年当用日誌 明治35. 　 横長 1冊

342 〔米・麦搗賃・糠代等勘定帳〕 　 　 横長 1冊

343 明治三拾八年日誌 明治38. 　 横長 1冊

344 〔帳面断簡〕
※ 2枚，鉛筆書

　 　 横半 1冊

345 佐々井・勝田区共有家屋建築請負惣
決算帳

明治29.（写） 井上民次郎 横長 1冊

346 永尾書翰 　　　.10. 7 →井上様 切継紙 1通

347 石灰製造ニ係ル収支勘定帳 明治31. 8. 石灰製造所 横長 1冊

348 石灰代金取約帳 明治30. 8. 高田郡刈田村佐々井井上石
灰製造所

横長 1冊

349 道路上置用砂利運［　　］ 明治33.12. 　 横長 1冊

350 日誌 明治29. 2～ 　 横半 1冊

351 〔日誌〕 （3. 6～11. 7） 　 横長 1冊

352 〔日誌〕 （4.23～8.13） 　 横長 1冊

353 〔日誌〕 （8. 1～12.15） 　 横長 1冊

354 電信柱材及ヒ電信建築用器械物品運
搬受負入札人心得書

　 　 横長 1冊

355 〔請取証外綴〕 （大正 3） 　 綴 1綴

356 〔記…〕 明治 2［ ］. 　 横半 1冊

357 〔日誌〕 （明治34～35） 　 横半 1冊

358 〔日誌〕 　 　 横長 1冊

359 大正五年度合原ト計算簿 大正 5.末 　 横長 1冊

360 税務署其他官衙並ニ聯合会照会通知
書

（大正 4） 　 綴 1綴

361 〔日誌〕 （8.30～） 　 竪冊 1冊
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362 〔日誌〕 明治 3［ ］. 1. 1
～11.14

　 横長 1冊

363 〔帳面断簡〕
※綴穴あり

（. 2.14～20） 　 折紙 1枚

364 〔帳面断簡〕
※綴穴あり

（.12.15～25） 　 折紙 1枚

365 〔算用書断簡〕 　 　 折紙 1枚

366 〔算用書断簡〕 　 　 切紙 1枚

367 酒宴ノ花　七篇　なそがけ之部 　 　 横半半 1冊

368 明治参拾陸稔日誌 明治36. 　 横長 1冊

369 役者連中花開封金記 　 　 横長 1冊

370 〔帳面断簡〕
※破損

　 　 横長 1冊

371 〔日誌〕
※破損

（大正 2.12. 1
～大正 4. 4. 8）

　 横長 1冊

372 〔日誌〕
※破損

（1. 1～12.31） 　 横半 1冊

373 〔日誌〕
※破損

（明治25・26） 　 横半 1冊

374 〔日誌〕
※破損

　 　 横半 1冊

375 灰山馬車業務並雑費 大正 5. 3. 　 横長 1冊

376 記（算用書断簡） 　 　 切紙 1通

377 記（酒代・豆腐代等算用書断簡） 　 　 折紙 1通

378 記（地代米等算用） 　 　 切継紙 1通

379 田口花吉書翰 　　　. 2. 9 →佐々井井上様 切紙 1通

380 地所書入証
※金12円

（明治）11. 6. 4 借主井上彦太郎外 2名→西
山万太郎殿外 1名

切継紙 1通

381 記（土井四平分金17銭請取） 　　　. 1.18 上根山口俉作㊞→佐々井井
上殿

切紙 1通

382 記（金31銭受取） 　 →井上様 切紙 1通

383 記（金 4円25銭請取）
※罫紙の断片使用

　　　.12.29 清水健［　］→土井志平様 一紙 1通

384 証（金 1円85銭領収証） 明治29. 1.24 杉本力蔵㊞→井上民次郎殿 切紙 1通

385 記（金 1円40銭請取） 明治29. 1. 3 藤井桂蔵㊞→土井止平様 切紙 1通

386 〔金 1円40銭請取〕 　　　.12.30 近末亀太郎㊞→井上様 切紙 1通

387 〔算用書断簡〕 　 　 切紙 1通

388 〔金 2円51銭請求〕 　　　. 2.13 久保田店㊞→勝田土井止平
殿

切紙 1通

389 〔金 1円71銭等受取〕 明治29. 1. 3 勝田横路巳之助㊞→佐々井
井上様

切紙 1通

390 記（代金請求） 　 小越村佐々木直吉→井上様 切紙 1通

391 記（金 1円受取） 　 土井止平→井上殿 切紙 1通

392 〔算用書断簡〕
※破損

　 　 切紙 1通

393 記（金20銭受取） 明治29. 2.11 平野店→勝田土井止平殿 切紙 1通
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394 記（買物代25銭請求） 　　　.12.28 平野店→勝田土井司平殿 切紙 1通

395 記（金60銭 5厘受取） 　　　.12.28 正路元吉→土井四平 切紙 1通

396 記（米 6升） 明治29. 1. 3 小又文太郎→井上殿 切紙 1通

397 記（算用書） 　 　 切紙 1通

398 記（金 2円受取） 明治28.12.30 田中恵作㊞→井上様 切紙 1通

399 記（金58銭 3厘受取） 明治29. 1. 4 →佐々井井上様 切紙 1通

400 記（金 4円50銭受取） 明治29. 2. 5 →井上様 切紙 1通

401 証（金 7円50銭受取） 明治29. 1. 5 川崎文平㊞→土井止平様 切紙 1通

402 〔請取証綴〕 　 　 綴 1綴

403 清酒引合帳 明治30. 6. 井上店 横長 1冊

404 懸取帳 明治32. 1. 井上店 横長 1冊

405 〔売物覚〕
※破損

大正 3. 9. 　 横長 1冊

406 〔金算用帳面断簡〕
※破損

　 　 横半 1冊

407 金受渡通 明治29. 1. 青山・井上 横半 1冊

408 借用証（金 3円50銭） 明治28. 4.15 勝田借主土井止平㊞→貸し
主富樫嘉八郎殿

竪紙 1通

409 借用証（金20円）
※内容抹消

明治29. 4. 7 高田郡刈田村佐々井借主井
上民次郎㊞→貸主丸山松造
殿

竪紙 1通

410 小又火葬場番小屋々根葺換［　］
※表紙下部破損欠

大正 8. 5. 6～ 世話［　］ 綴 1綴

411 〔別帳ヨリ抜萃ス〕 明治30. 7. 6改 　 横半 1冊

412 〔佐々井世帯調〕
※便箋にペン書・鉛筆書

　 　 竪冊 1冊

413 説［　　　］（帳面断簡）
※破損大

　 　 横長 1冊

414 現金書抜［　］（帳面断簡）
※破損大

　 　 横長 1冊

415 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

416 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

417 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

418 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

419 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

420 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

421 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

422 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

423 〔納入金札綴カ〕 　 　 綴 1綴

424 領収証書（明治四十一年第一期分郡
村宅地祖・雑地租 1円5銭 5厘領収）
※№424～572は2～4点ずつ台紙に糊で貼付，整理時に台紙から剥
がす。

明治41. 9.15 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

425 証（明治廿九年度村税戸別割第一期
及第一回追加収入共14銭 1厘領収）

明治29. 6. 高田郡刈田村青山貫一郎㊞
→井上民次郎殿

一紙 1通
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426 領収証書（明治三十七年第一期分郡
村宅地租・雑地租82銭領収）

明治37. 9.30 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

427 領収証書（明治卅九年第二期分郡村
宅地租・雑地租 1円5銭領収）

明治39.11.29 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

428 領収証書（明治四十一年度第二回追
加刈田村税戸別調45銭領収）

明治41. 3.31 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

429 領収証書（明治四十三年第二期分宅
地租・畑租97銭領収）

明治43.11.24 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

430 領収証書（明治四十年第三期分田租
5銭7厘領収）

明治41. 1.17 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

431 領収証書（明治卅九年第六期分田租
5銭領収）

明治40. 5.31 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

432 領収証書（明治四十年第二期分 1円
5銭 8厘領収）

明治40.11.25 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

433 減額通知書（明治卅五年度刈田村税
戸割第一回追加金 2厘）

明治35. 8. 1 刈田村村井木英省㊞・刈田
村助役浮田省吾㊞→山本民
次郎

一紙 1通

434 証（金50銭受取） 明治16. 5.18 富士山松助㊞→井上彦太郎
様

一紙 1通

435 領収証書（明治三十六年度国税中営
業税外領収）

明治36.11.30 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

436 領収証書（明治卅九年第五期分田租
5銭領収）

明治40. 3. 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

437 郵便物受領証 明治37.11. 1 差出人刈田村山本民次郎→
受取人大阪日本橋詰香月堂

一紙 1通

438 〔明治卅五年度刈田村税戸別割第一
期分増額領収証〕

明治35. 8. 刈田村収入役古屋太平㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

439 証（新聞代35銭 7厘領収） 明治33. 3.15 広島市真宗日報社㊞→山本
様

一紙 1通

440 領収証書（明治参拾六年弐期分畑
租・郡村宅地租・雑地租54銭領収）

明治36. 1.10 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

441 領収証書（明治三十七年度前半期県
税中戸別割14銭・村税中戸別割58銭
領収）

明治37. 9.16 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

442 証（明治三十六年度佐々井区費戸別
割13銭領収）

明治36.12. 3 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

443 〔明治廿八年度后半期地方税中雑租
税50銭領収証〕

明治29. 2.10 高田郡刈田村助役古本吾蔵
㊞→井上彦太郎殿

一紙 1通

444 証（前年度第二期勝田佐々井区村税
戸数割31銭 8厘領収）

明治29. 6.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上民次郎殿

一紙 1通

445 〔明治四十三年度后半期県税中地租
割田畑地租24銭・第二期刈田村税中
地租割17銭領収証〕

明治43.10.21 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

446 証（明治廿八年度刈田村勝田佐々井
区村税戸別割第一期31銭 8厘領収）

明治29. 2.10 高田郡刈田村助役古本吾蔵
㊞→井上民次郎殿

一紙 1通

447 領収証書（明治卅九年第一期分郡村
宅地租・雑地租 1円7銭領収）

明治29. 6.28 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

448 領収証書（明治三十七年第二期県税
中営業付加税48銭・刈田村税中営業
付加税63銭領収）

　 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

449 領収証書（明治四十三年第六期分田
租 4銭5厘領収）

　 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通
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450 領収証書（明治三十八年度前半期県
税中地租20銭・第一期刈田村税中地
租14銭領収）

明治38. 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

451 領収証書（明治三十八年第壱期分郡
村宅地租・雑地租 1円7銭領収）

明治38. 9.30 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

452 納税告知書（明治三十五年一期雑地
租31銭）

明治35. 9. 1 刈田村長井木英省㊞・刈田
村助役浮田省吾㊞→山本民
次郎

一紙 1通

453 領収証書（明治卅九年第三期分田租
7銭領収）

明治40. 1.15 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

454 領収証書（明治三十六年壱期分畑
租36銭 8厘・郡村宅地租18銭 8厘領
収）

明治36. 9. 5 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

455 〔明治廿九年度前半期地方税中戸数
割領収証〕

明治29. 6.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上トナ殿

一紙 1通

456 〔明治四十二年度前半期県税中戸数
割20銭・第一期刈田村税中戸数割97
銭領収証〕

明治42. 6.25 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

457 領収証書（明治四十一年第五期分田
租 5銭5厘領収）

明治42. 3.25 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

458 〔明治四十三年度前半期県税戸数割
18銭・第一期刈田村税戸別割64銭領
収証〕

　　　. 6.19 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

459 〔明治四十三年度前半期県税中地租
割24銭・第一期刈田村税地租割17銭
領収証〕

　　　. 5.19 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

460 領収書〔明治四十二年度使用料19銭
領収〕

明治42. 3.29 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上民次郎

一紙 1通

461 領収証書（明治四十年度・四十一年
度使用料32銭領収）

明治41. 3.31 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上民次郎

一紙 1通

462 〔明治四十一年度前半期県税戸数割
24銭・第一期刈田村税戸別割80銭領
収証〕

　 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

463 証（前年度第二期勝田佐々井区村税
戸別割28銭 1厘領収）

明治29. 6.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上トナ殿

一紙 1通

464 証（明治二十二年前半年分牛車税50
銭領収）

明治22 2.19 高田郡吉田［　］戸長田部
［　］→坂田元三郎殿

一紙 1通

465 〔明治三十四年度后半期国税中営業
税 2円50銭領収証〕

明治34.12. 9 高田郡刈田村収入役益田富
太郎㊞→山本民次郎殿

一紙 1通

466 〔明治三十四年度后半期県税中営業
税附加税領収証〕

明治34.12. 9 高田郡刈田村収入約益田富
太郎㊞→山本民次郎殿

一紙 1通

467 領収証書（明治三十七年度後半期県
税中地租割19銭・第二期村税中地租
割 9銭領収）

　 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

468 〔明治三十八年度后半期県税地租割
25銭・第二期刈田村村税地租割14銭
領収証〕

明治38.10.19 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

469 〔明治卅八年度県税営業税 1円・村
税営業税30銭領収証〕

明治38.10.19 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

470 〔明治四十一年度刈田村字佐々井区
費 6銭領収証〕

明治41.11.26 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上チセ

一紙 1通

471 〔刈田村恤兵義会々費寄附金 5銭領
収証〕

明治38. 4.20 刈田村恤兵義会理事浅枝繁
一㊞→山本民次郎殿

一紙 1通
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472 証（八・九・十月分ノ新聞代受取） 大正 4.10.20 広島市大手町四丁目中国新
聞社会計部㊞→井上様

一紙 1通

473 領収証書（大正三年度后半期県税中
地租割22銭 5厘・第二期村税中地租
割附加税12銭 5厘領収）

大正 3.10.31 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

474 領収証書（明治三十六年度前半期県
税中営業税割50銭・第一期刈田村中
営業税割 1円25銭領収）

明治36. 7. 3 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

475 領収証書（郡村宅地租33銭・雑地租
48銭領収）

明治37.12. 9 吉田支金庫㊞→刈田村佐々
井亡井上彦太郎相続人山本
民次郎

一紙 1通

476 証（本財団へ寄附金15銭） 明治36. 4.23 　 一紙 1通

477 領収証書（明治三十五年第六期分田
租 3銭・手数料10銭領収）

明治36. 6.19 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村井上彦太郎

一紙 1通

478 領収証書（明治三十六年前半期分営
業税 2円50銭・手数料10銭領収）

明治36. 6.19 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村山本民次郎

一紙 1通

479 領収証書（前半期県税中地租割18
銭・第一期村税中地租附加税12銭領
収）

大正 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

480 〔明治三十六年度前半期県税中戸数
割17銭・刈田村税中戸数割40銭領収
証〕

明治36. 6. 7 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民治郎殿

一紙 1通

481 証（明治廿九年度刈田村税営業割第
一期分25銭領収）

明治29. 6.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上彦太郎殿

一紙 1通

482 〔明治廿九年度前半期地方税50銭領
収証〕

明治29. 6.20 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上彦太郎殿

一紙 1通

483 〔明治卅六年度后半期県税地租割20
銭・明治卅六年度第二期刈田村税中
地租割23銭領収証〕

明治36.11. 5 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎殿

一紙 1通

484 〔明治三十六年度前半期県税中地租
割20銭・刈田村税中地租割13銭領収
証〕

明治36. 6. 3 刈田村収入役刈田村収入役
浅枝繁一㊞→井上彦太郎殿

一紙 1通

485 〔明治廿九年度前半期地方税中戸数
割 4銭3厘領収証〕

明治29. 6.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上民次郎殿

一紙 1通

486 〔明治廿八年度刈田村勝田佐々井区
村税戸数割第一期28銭 1厘領収証〕

明治29. 2.10 高田郡刈田村助役古本吾蔵
㊞→井上トナ殿

一紙 1通

487 送達記（金 1円93銭 5厘） 明治38. 3.17 広島県双三郡三次町広島県
三次支金庫㊞→高田郡刈田
村→山本民次郎殿

一紙 1通

488 小為替金受領証書（金 5円） 明治37.11. 1 　 一紙 1通

489 領収証書（三十五年一期分雑地税31
銭領収）

明治35.10. 6 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村山本民次郎

一紙 1通

490 証（大日本武徳会寄付金 1円領収） 大正 4. 7. 2 大日本武徳会広島支部高田
郡委員部㊞（扱田村重市）
→井上民次郎殿

一紙 1通

491 領収証書（大正四年度前半期県税中
戸数割15銭・第一期村税中戸数割附
加税69銭領収）

大正 4. 6.29 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上民次郎

一紙 1通

492 証（明治廿六年度第一期分村税地価
割 7厘領収）

明治26. 5. 4 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上民次郎殿

一紙 1通

493 領収証書（明治四十三年度県税追加
地租割 5銭領収）

明治44. 2.25 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通
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494 〔明治卅六年度后半期県税地租割10
銭・第二期刈田村税中地租割13銭領
収証〕

明治36.11. 5 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

495 〔明治四十一年度県税中追加地租割
5厘領収証〕

明治41. 1.25 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

496 〔明治三十七年度前期県税附加税50
銭・前期村税中営業割75銭領収証〕

明治37. 7.22 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

497 領収証書（大正三年度第二期分畑租
52銭 5厘領収）

大正 3.11.20 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

498 領収証書（大正三年度後半期県税中
戸数割17銭・第二期村税中戸数割付
加税28銭領収）

大正 3.11.20 刈田村収入役芥川正　雄㊞
→井上民次郎

一紙 1通

499 〔明治四十一年度県税中追加地租割
1銭5厘領収証〕

明治42. 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

500 〔明治四十四年度前半期県税中地租
割23銭・第一期刈田村税中地租割15
銭領収証〕

明治44. 4.26 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

501 領収証書（明治三十七年度後半期県
税中地租割60銭・第二期村税中地租
割29銭領収）

　 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→山本民次郎

一紙 1通

502 〔明治三十五年度前半期県税戸数割
10銭・第一期刈田村税中戸別割15銭
7厘領収証〕

明治35. 9. 9 刈田村収入役古屋太平㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

503 領収証書（大正四年度后半期県税中
戸数割17銭・第二期村税中戸数割附
加税59銭領収）

　 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上民次郎

一紙 1通

504 領収証書（大正四年度第二期分畑租
50銭 5厘領収）

大正 4.11.29 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

505 〔明治四十二年度后半期県税中地租
追加25銭 5厘・第二期刈田村税中地
価割18銭 5厘領収証〕

明治42. 9. 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

506 領収証書（大正四年度前半期県税中
地租割18銭 5厘・第一期村税中地租
割附加税12銭 5厘領収）

大正 4. 4.20 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

507 証（新聞代83銭受取） 大正 5. 4.14 広島市大手町四丁目中国新
聞社会計部㊞→井上様

一紙 1通

508 証（新聞代 1円58銭受取） 大正 4. 7.24 広島市大手町四丁目中国新
聞社会計部㊞→井上様

一紙 1通

509 〔明治四十二年度后半期県税中戸数
割24銭・第二期刈田村税中戸別割99
銭領収証〕

明治42.11.24 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

510 領収証書〔明治四十二年第二期分
郡村宅地租44銭 5厘・雑地租61銭領
収）

明治42.11.14 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

511 証（明治廿九年度刈田村税戸別割第
一期及第一回追加11銭 5厘領収証）

明治29. 6.20 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上トナ殿

一紙 1通

512 〔明治廿九年度前半期地方税中営業
税 5銭領収証〕

明治29. 5.27 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上トナ殿

一紙 1通

513 領収証書（明治四十二年第四期分田
租 5銭5厘領収）

明治42. 2.20 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

514 〔刈田村恤兵義会々費寄附金領収証〕 明治38.11. 刈田村恤兵義会理事浅枝繁
一㊞→山本民次郎殿

一紙 1通

515 領収証書（明治三十七年度前半期県
税中地租割19銭・第一期刈田村税中
地租割 9銭領収）

明治37. 7. 3 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通
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516 領収証書〔明治三十七年度前半期県
税中地租割70銭・第一期刈田村税中
地租割34銭領収）

明治37. 7.22 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→山本民次郎

一紙 1通

517 納入告知書・領収証書（大正三年第
四期分田租 4銭5厘領収）

大正 4. 5. 1 刈田村長水吉省三㊞井上彦
太郎

一紙 1通

518 領収証書（明治三十六年第六期分田
租 3銭領収）

明治37. 6. 2 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

519 〔明治卅五年度后半期県税中地租割
12銭・刈田村村税中地租割 9銭領収
証〕

明治35.10.20 刈田村収入役古屋太平㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

520 〔明治四十年度県税中追加地租割 3
銭7厘領収証〕

明治41. 1.27 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

521 〔明治四十二年度前半期県税中地租
割24銭 5厘・第一期刈田村税中地租
割18銭 5厘領収証〕

明治42. 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

522 〔明治四十年度後半期県税中地租割
16銭 5厘・第二期刈田村税中地租割
9銭9厘領収証〕

明治40.10.19 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→山本民次郎

一紙 1通

523 領収証書（明治三十七年第一期分雑
地租 1銭6厘領収）

明治37. 9.20 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

524 〔明治卅五年度后半期県税中地租割
外25銭・刈田村税中地租割19銭領収
証〕

明治35.10.20 刈田村収入役古屋太平㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

525 領収証書（明治三十四年二期分畑
租59銭 2厘・郡村宅地租18銭 4厘領
収）

明治34. 3.16 刈田村収入役益田富太郎㊞
→井上彦太郎

一紙 1通

526 証（安芸津新報代 3円58銭 5厘請取） 明治23. 5.21 広島以文社→高田郡刈田村
井上民次郎様

一紙 1通

527 〔明治四十二年度県税中追加地租割
2銭5厘領収証〕

明治43. 2. 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上彦太郎

一紙 1通

528 小為替金受領証書（金 1円） 明治36. 7. 8 　 一紙 1通

529 記（代金 3円41銭受取） 　　　. 4.10 小田→佐々井井上民次郎様 一紙 1通

530 領収証書（明治四十二年第六期分田
租 5銭5厘領収）

明治43. 5.19 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

531 記（安芸津新報代79銭受取） 　　　. 7. 5 広島市大手町長谷川東西堂
→上様

一紙 1通

532 領収証書（大正三年第二期分田租 4
銭領収）

大正 4. 2.28 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

533 領収証書（大正四年度第一期分畑租
50銭 5厘領収）

大正 4. 9.30 刈田村収入役芥川正雄㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

534 証（芸備日日新聞代37銭 5厘請取） 明治38. 5.19 （書籍新聞雑誌金庫活字類
販売・広島市大手町）早速
社扱人西本㊞→山本民次郎
様

一紙 1通

535 証（芸備日日新聞代50銭請取） 明治37. 4.22 （書籍新聞雑誌金庫活字類
販売・広島市大手町）早速
社扱人西本㊞→山本民次郎
様

一紙 1通

536 〔払下代 2円50銭 8厘領収証〕 明治24. 5. 6 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村井上彦太郎

一紙 1通

537 領収証書（明治三十七年后半期営業
税 3円54銭領収）

明治37.12.15 税務署税務属豊島慶二→刈
田村山本民治郎

一紙 1通

538 領収証書（明治四十一年第六期分田
租 5銭5厘領収）

　 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通
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539 領収証書（明治三十七年度第二期県
税中戸数割14銭・刈田村税中戸別割
58銭領収）

明治37.12.10 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→山本民次郎

一紙 1通

540 〔明治三十六年度前半期県税中地租
割10銭・刈田村税中地租割 7銭領収
証〕

明治36. 7. 3 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

541 〔明治三十六年度前半期県税中地租
割 2銭・刈田村税中地租割 1銭領収
証〕

明治36. 7. 3 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
管理者高田郡長殿

一紙 1通

542 証（古帽子壱個修繕預証　修繕料98
銭）

　　　. 9.10 （洋服トンビ再製業）名古
屋市仲ノ町山本清松㊞→山
本殿・代人竹下藤三郎

一紙 1通

543 証（芸備日日新聞代20銭請取） 明治37.10.23 （書籍新聞雑誌金庫活字類
販売・広島市大手町）早速
社扱人西本㊞→山本民次郎
様

一紙 1通

544 納税告知書（明治三十五年一期分畑
租36銭 8厘・郡村宅地租18銭 8厘）

明治35. 9. 1 刈田村長井木英省㊞・刈田
村助役浮田省吾㊞→山本民
次郎

一紙 1通

545 証（明治廿九年刈田村税営業割第一
期分領収）

明治29. 6.21 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上トナ殿

一紙 1通

546 〔明治三十九年度后半期県税中戸数
割 8銭・刈田村税中戸別割34銭領収
証〕

明治39.11.29 高田郡刈田村収入役浅枝繁
一㊞→井上チセ

一紙 1通

547 〔明治卅六年度后半期県税中戸数割
16銭・刈田村税中戸別割38銭領収
証〕

明治36. 2. 3 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎殿

一紙 1通

548 〔地方税中営業税領収証〕 明治28. 4.20 高田郡刈田村収入役青山貫
一郎㊞→井上民次郎殿

一紙 1通

549 〔明治三十九年度前半期県税地租割
21銭・第一期刈田村税中地租割14銭
領収証〕

明治39. 4.18 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

550 領収証書（明治三十六年第六期分田
租96銭領収）

明治37. 6. 2 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
山本民次郎

一紙 1通

551 領収証書（明治四十一年第四期分田
租 5銭5厘領収）

　 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

552 領収証書（明治四十二年第一期分
郡村宅地租44銭 5厘・雑地租61銭領
収）

　 刈田村収入役浅枝繁一㊞→
井上彦太郎

一紙 1通

553 〔醤油税 2円50銭領収証〕 明治23. 1.31 尾道国庫金出納所吉田支所
㊞→高田郡刈田村井上民次
郎

一紙 1通

554 領収証書（43銭 6厘領収） 明治38. 3.10 広島県三次支金庫㊞→山本
民次郎

一紙 1通

555 〔懇志 5銭受納証〕 　 本願寺広島別院収納所㊞ 一紙 1通

556 証（実印代20銭請求） 明治26. 3.13 吉田二丁目時計并ニ印割所
田原清作→佐々井井上彦太
郎様

一紙 1通

557 証（安芸津新報代不足分 3円24銭 5
厘請求）

明治23.11. 広島以文社→刈田村井上民
次郎様

一紙 1通

558 〔明治廿三年度工事請負税 1円19銭
7厘領収証〕

明治24. 4. 6 高田郡長名越巌荘太㊞→高
田郡刈田村井上民次郎

一紙 1通

559 〔明治二十二年度醤油税・営業税 2
円50銭領収証〕

明治22. 7.21 尾道国庫金出納所吉田支所
㊞→高田郡刈田村井上民次
郎

一紙 1通
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560 〔明治二十二年度醤油税・造石税11
円69銭 9厘領収証〕

明治23. 5.31 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村井上民次郎

一紙 1通

561 〔明治廿三年度醤油税・営業税 2円
50銭領収証〕

明治23. 7.31 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村井上民次郎

一紙 1通

562 記（醤油代不足金75銭 3厘） 明治27. 8. 刈田村字佐々井岡山醤油店
→井上民次郎様

一紙 1通

563 運送状（箱壱個） 大正 4.10. 5 広島市猿楽町字矢倉下かべ
屋宮崎運送店→受荷主高田
刈田村佐々井井上邑殿

一紙 1通

564 領収証書（明治三十五年一期分畑
祖33銭 8厘・郡村宅地租18銭 8厘領
収）

明治35.10. 6 吉田支金庫㊞→高田郡刈田
村井上彦太郎

一紙 1通

565 証（芸備日日新聞代30銭請取） 明治36. 3.11 （書籍新聞雑誌金庫活字類
販売・広島市大手町）早速
社扱人西本㊞→山本民次郎
様

一紙 1通

566 証（書籍代 1円90銭領収） 明治37. 3.12 東京市牛込区砂土原町法林
館㊞→山本民次郎殿

一紙 1通

567 受領証書（為替料 1円請取） 明治23.11. 4 　 一紙 1通

568 記（薬代42銭請求） 明治38. 4.18 寺田屋→井上様 一紙 1通

569 証（薬代12銭請求） 明治38. 4.16 備中国津窪郡真壁土屋陸次
郎→井上殿

一紙 1通

570 〔登記済証〕 明治37. 7. 7 （登記権利者高田郡刈田村
佐々井山本民次郎）

一紙 1通

571 〔勝田村・向山村仮貢租第二期初納
旱損ニ付延期分納〕

明治10. 1. 　 折紙 1通

572 証（60銭領収証） 大正 5.11.19 　 一紙 1通

573 〔算用書断簡〕
※前部欠

明治29. 4.15 桑原五郎平→井上様 切紙 1通

574 土庫支庁封筒
※中身なし

　 　 封筒 1袋

575 〔日誌断簡〕 （.11. 1～12.31） 　 横長 1冊

576 〔漢方の写本〕
※水濡れのため開披できない部分あり

　 　 竪冊 1冊

577 桂川連理柵　帯屋の段
※板本，水濡れのため開披できない部分あり

　 　 竪冊 1冊

578 〔板本断簡〕
※板本，水濡れのため開披できない部分あり

文政 3. 京都書林寺町錦小路伏見屋
半三郎外 2名

竪冊 1冊

579 断際禅師伝心法要
※板本

　 　 竪冊 1冊

580 大和小学
※板本，水濡れのため開披できない部分あり

万治 3. 2.吉旦開板 二条通玉屋町村上平楽寺 竪冊 1冊

581 〔毛利記〕
※写本

　 　 竪冊 1冊

582 〔日誌断簡〕
※ 3枚のみ

　 　 横長 1冊
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